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 ふるさとの再生と帰還にむけて 

東日本大震災記録誌の発刊にあたって 

 平成２３年３月１１日１４：４６に発生し、日本のみならず、世界を震撼させた未曾有の大地震と津波、

そして、福島第１原子力発電所事故という複合的な災害により、多くの犠牲者と避難者を出した東日

本大震災から一年が経過しました。 

 ここに、謹んで東日本大震災で犠牲になられた方々へお悔やみ申し上げますとともに、被災された

方々へお見舞い申し上げます。 

 また、東日本大震災の発生以降、災害対処のため、職員の派遣や物資提供など、全国から多大な

るご支援をいただいておりますことに、深く感謝申し上げます。 

 さて、福島県は、この一年の間に、平成 23年東北地方太平洋沖地震、平成 23年 7月新潟・福島

豪雨及び平成 23年台風 15号と、大規模な三つの災害に見まわれ、広大な県土全域で災害からの

復旧・復興に取り組むとともに、福島第１原子力発電所事故により拡散した放射性物質との格闘が続

いています。 

 このうち、東日本大震災においては、その被害の凄惨さもさることながら、原子力発電所事故の事

態が悪化し、避難指示等が発せられている中、自衛隊、警察、国土交通省及び全国の地方自治体

のみならず、全国の建設企業からの多大なる支援の下、まさに国を挙げて事態対処に当たってまい

りました。 

 しかしながら、現在でも１５万人を超える福島県民が依然として県内外へ避難している状況にあり、

福島県土木部としましても、これら避難者の方々が一日も早く帰還できますよう、関係機関と緊密に

連携しながら、県土の再生・復興のための取組みを進めています。 

 特に、原子力発電所事故により警戒区域に設定された双葉郡内につきましては、放射線量との兼

ね合いなどから、平成 24年 1月にようやく公共土木施設の被害調査に着手できたところであり、今後、

政府方針を踏まえ、迅速に取組みを進めることとしております。 

 さて、今般の東日本大震災において、福島県土木部は、世界的にも類を見ない地震及び津波と原

発事故という多面的な事態対処を求められました。 

 この事態対処を通じて、福島県土木部が初動期に経験したことを共有することは、原子力発電所

の立地地域における防災計画や防災機関の活動に資するものと考え、まず初動期にあたる発災後

概ね３ヶ月間の震災対処に主眼をおいて記録誌を作成することとしました。 

 今後、この記録誌は、原発事故への対処が継続中であることを踏まえ、状況の変化を反映しながら、

毎年度追補していくこととしており、この福島県土木部の経験が、土木建築分野のみならず、全国各

地の防災対策の一助となり、また、今後の福島県の復興に当たって皆様と共通の認識に立ち、取組

みを進めるうえでの一助になることを期待しております。 

 

 

平成２４年３月 

福島県土木部長  原 利弘 
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第Ⅰ編 

第１章 東北地方太平洋沖地震とそれに付随する災害の概要 

第１節 東北地方太平洋沖地震 

§１．１ 地震の概要 

１．１．１ 平成２３年 東北地方太平洋沖地震の概況 

発生日時 ： 平成２３年３月１１日１４：４６ 

地震の種類： 海溝型地震 

震 源： 三陸沖（牡鹿半島の東南東約１３０km付近） 【38°06.2’N，142°51.6’E】  

震源の深さ： ２４ｋｍ 

規 摸： Ｍ９．０（モーメントマグニチュード） 

最大震度 ： ７ （宮城県栗原市）  

発震機構 ： 西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型（ＣＭＴ解） 

 

この地震で、宮城県栗原市で震度７を観測したほか、福島県、宮城県、岩手県、茨城県、栃木県で

震度６強を観測するなど、東日本の広範囲で強い揺れを観測しました。 

また、この地震に起因して太平洋沿岸を中心に非常に大きな津波が発生し、東北地方から関東地

方の太平洋岸を中心に、甚大かつ凄惨な被害をもたらしました。 

これら東北地方太平洋沖地震の本震に伴い発生した地震・津波被害に加え、余震活動による地震

被害及び福島第一原子力発電所事故等を総称して「東日本大震災」とすることが、平成２３年４月１日

に閣議決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-1 震央位置と全国の震度分布（左）及び推計震度分布（右） 

【出典：気象庁ホームページ掲載資料】 
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（独）防災科学研究所の資料によれば、この本震の最大加速度は、宮城県栗原市築館で 2,933 ガ

ル（３成分合成値）を観測しており、兵庫県南部地震で神戸海洋気象台の観測記録による分析から得

られた最大加速度 848ガル（３成分合成値）と比べても、非常に大きな揺れであったといえます。 

 

図Ⅰ-2 宮城県栗原市築館の強震動波形 

【出典：（独）防災科学技術研究所ホームページ掲載資料】 

  

また、東北地方太平洋沖地震における本震の揺れの継続時間について着目すると、今回の地震

で震度 4 以上の観測時間が最も長かったいわき市小名浜では、同様の逆断層型の海溝型地震であ

る“平成１５年十勝沖地震”に対して揺れ継続時間が約 2.7 倍であり、継続時間の長さが特徴といえま

す。 

 

図Ⅰ-3 東北地方太平洋沖地震と十勝沖地震（H15.9.26）との揺れの継続時間の比較 

【出典：気象庁報道発表資料（H23.3.25）】 

 

地中南北方向 

地中東西方向 

地中上下方向 

2,700gal 

-2,700gal 

1,268gal 

2,700gal 

1,880gal 

-1,880gal 

-1,268gal 

-2,700gal 

東北地方太平洋沖地震(M9.0) 

小名浜：190秒（震度 4以上） 

平成 15年十勝沖地震(M8.0) 

浦河町潮見：70秒（震度 4以上） 

4時 
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 このような未曾有の巨大地震に伴う大きな地殻変動が発生しており、本震発生時に、宮城県石巻市

にある電子基準点「牡鹿」が東南東方向へ約 5.3ｍ移動し、約 1.2m沈下するなど、北海道から近畿地

方にかけての広い範囲で地殻変動が観測されています。 

 このため、沿岸部における地盤沈下などによって、三陸沿岸を中心に潮位の変化や波浪等の影響

を受けやすくなり、住民の日常生活に支障が生じた事例が報告されています。 

 

 

 

図Ⅰ-4 電子基準点の変動等量線図 

【出典：国土地理院ホームページ掲載資料】 

 

 

  

電子基準点牡鹿 

約 1.2ｍ沈下 

電子基準点牡鹿 

約 5.3ｍ移動 

本震による上下変動量 本震による水平変動量 
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１．１．２ 福島県内における東北地方太平洋沖地震の概況 

最  大  震  度： ６強 （１２市町村で観測）※1 

二本松市、須賀川市、白河市、国見町、天栄村、鏡石町 

新 地 町 、浪 江 町 、双 葉 町 、大 熊 町 、富 岡 町 、楢 葉 町 

最 大 継 続 時 間： １９０秒（震度４以上）【いわき市小名浜】※1 

最 大 加 速 度： １，４３５ガル（三成分合成値）【鏡石】※2 

観 測 された津 波： ９．３ｍ以上（相馬港 H23.3.11 15:51）※1 

災害救助法の適用： 県内５９市町村（全域）※1 

※１ 気象庁発表資料による 

※２ （独）防災科学技術研究所ホームページ掲載資料による 

  県内の被害については第２章で詳述しますが、一部破壊を含む住家被害に着目すると、全住家

被害の約５５％が中通りに集中しており、津波による被害を受けた浜通りを上回っていることから、中

通りにおいて地震動による大きな影響を受けたことがわかります。 

表Ⅰ-1 住家被害棟数（余震による被害を含む） 

分 類 中通り 浜通り 会 津 小 計 

全 壊 ４，７１３ １５，８２１ ２４ ２０，０１８ 

半 壊 ３１，２６５ ３２，２７１ １３２ ６３，６６８ 

一部破壊 ８９，４７２ ４９，２０６ ５，４７０ １４４，１４８ 

合 計 １２５，４５０ ９６，７５８ ５，６２６ ２２７，８３４ 

※ 福島県災害対策本部 「平成 23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報  （第 507報）」【H24.2.8 8:00現在】による 

 

図Ⅰ-5 県内の震度分布図 
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 また、地方公共団体や（独）防災科学技術研究所の強震ネットワークを含め、県内に設置された主

な観測地点の最大加速度データでも、１，０００ガルを超える強い揺れを観測した７地点のうち、５地点

が中通りにある観測点であり、中通りに地震動による住家被害の多くが集中した理由を示唆するもの

といえます。 

 

表Ⅰ-2 県内の主な地点での最大加速度 

観測地点 震 度 最大加速度※1 震央距離※1 住家被害棟数※2 
震度 4以上を 

観測した時間※3 

鏡 石 ６強 １，４３５．６ｇａｌ ２４１ｋｍ ２，５０３棟 － 

白 河 ６強 １，４２５．３ｇａｌ ２５９ｋｍ ８，０７５棟 １４０秒 

富 岡 ６強 １，２５８．９ｇａｌ １８３ｋｍ 不明 － 

広 野 ６弱 １，２３９．９ｇａｌ １９０ｋｍ 不明 － 

郡 山 ６弱 １，１１０．５ｇａｌ ２３４ｋｍ ５２，０３５棟 － 

船 引 ６弱 １，０６９．２ｇａｌ ２１５ｋｍ ２，９６４棟 － 

天 栄 ６強 １，０５７．１ｇａｌ ２４９ｋｍ １，４９４棟 － 

小 野 ６弱 ８０９．６ｇａｌ ２１７ｋｍ １，０３２棟 － 

新 地 ６強 ７５２．９ｇａｌ １７２ｋｍ １，２１７棟 － 

原 町 ６弱 ７４１．７ｇａｌ １７３ｋｍ ８，９７０棟 － 

須 賀 川 ６強 ６８４．４ｇａｌ ２３８ｋｍ １４，７０９棟 － 

相 馬 ６弱 ６８２．８ｇａｌ １７４ｋｍ ５，０５０棟 － 

葛 尾 ５強 ６３３．６ｇａｌ １９７ｋｍ ４２棟 － 

梁 川 ６弱 ６２９．３ｇａｌ ２００ｋｍ ８，３０７棟 － 

双 葉 ６強 ５０４．３ｇａｌ １７８ｋｍ ８３棟 － 

川 内 ６弱 ４７２．０ｇａｌ １９９ｋｍ ２８１棟 － 

二 本 松 ６強 ４６１．４ｇａｌ ２２０ｋｍ ５，２１０棟 － 

会津若松 ５強 ４５１．６ｇａｌ ２６７ｋｍ ４，４９５棟 － 

い わ き ６弱 ４３６．８ｇａｌ ２０６ｋｍ ８０，４２１棟 １９０秒 

福 島 ６弱 ３２９．１ｇａｌ ２１３ｋｍ ８，３８６棟 １５０秒 

下 郷 ５弱 １５０．４ｇａｌ ２７５ｋｍ ０棟 － 

喜 多 方 ５強 ８１．７ｇａｌ ２６８ｋｍ ０棟 － 

※1 気象庁 災害時自然現象報告書 ２０１１年第１号「災害時地震・津波速報」より作成 

※2 福島県災害対策本部 「平成 23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第 507報）」【H24.2.8 8:00現在】による 

※3 H23.3.25気象庁報道発表「平成 23年東北地方太平洋沖地震時に震度計で観測した各地の揺れの状況について」による 

※4 住家被害棟数は、観測地点の所在市町村における全壊・半壊及び一部破壊を含む棟数 

※5 住家被害棟数の数値に下線があるものは、津波被害によるものを含む棟数 

※6 最大加速度は、三成分合成値 
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この本震により、県内でも地盤沈下が発生し、高潮発生時に道路が冠水するなどの被害が発生し

ています。 

表Ⅰ-3 福島県内における東日本大震災前後での電子基準点の変動量 

位置 水平変化量（ｍ） 高さの変動量（ｍ） 備考 

いわき市平四ツ波 １．９１ｍ －０．５０ｍ  

いわき市常磐湯本町日渡 １．７３ｍ －０．３３ｍ  

いわき市田人町南大平 １．５２ｍ －０．３７ｍ  

川内村大字上川内 １．９９ｍ －０．３５ｍ  

いわき市三和町差塩 １．７３ｍ －０．３３ｍ  

相馬市中村 ２．７０ｍ －０．３２ｍ  

田村市滝根町神俣 １．７８ｍ －０．２８ｍ  

浪江町大字下津島 ２．１２ｍ －０．２６ｍ  

古殿町大字松川 １．５０ｍ －０．２６ｍ  

郡山市西田町大田 １．５８ｍ －０．１９ｍ  

矢祭町大字関岡 １．１９ｍ －０．１９ｍ  

棚倉町大字棚倉字館ヶ丘 １．２５ｍ －０．１６ｍ  

※国土地理院ホームページ掲載資料より、高さの変化量 -０．１５ｍを超える箇所のみを抽出 

 

写真Ⅰ-1 高潮による道路冠水状況 

 

写真Ⅰ-2 高潮による漁港施設冠水状況 

相馬亘理線 相馬市尾浜地内 

相馬原釜地方卸売市場 

H23.9.30撮影 

H23.9.30撮影 
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§１．２ 津波の概要 

１．２．１ 大津波警報及び津波警報の発令状況 

本震発生直後の３月１１日 １４：４９に岩手県、宮城県、福島県沿岸に発令された大津波警報を

皮切りに、３月１３日 １７：５８の全解除までの間に、解除も含めて計１２回にわたり警報が発令され

ました。 

このうち、津波に関する警報が最も広範囲に発令されたのは、３月１２日０３：２０で、全６６区ある

津波予報区のうち、３９区へ大津波又は津波警報が発令され、津波注意報を含めれば、全予報区

へ津波に関する注意報・警報が発令されました。 

 

図Ⅰ-6 発災直後の津波警報発令区分図（H23.3.11 14:49）【警報発令：８区】 

【出典：平成 23 年３月 地震・火山月報（防災編）】 

 

 

図Ⅰ-7 最大時の津波警報発令区分図（H23.3.12 03:20）【警報発令：３９区】 

【出典：平成 23 年３月 地震・火山月報（防災編）】 
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表Ⅰ-4 津波警報等の発表状況の推移【出典：気象庁 平成 23 年３月 地震・火山月報（防災編）】 
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１．２．２ 津波の観測状況 

この地震による津波は、岩手県、宮城県、福島県の沿岸をはじめとして全国で観測されました。 

被害の大きかった岩手、宮城、福島の３県の観測値は表Ⅰ-5のとおりですが、このほか、北海道

から鹿児島にかけての太平洋沿岸や小笠原諸島で１ｍ以上の津波が観測されています。 

表Ⅰ-5 岩手、宮城、福島の３県沿岸での津波観測値 

 第一波 最大の高さの波 

津波観測点 
始まり時刻 

押し + 

引き - 
時刻 高さ 

岩 手 県 宮 古 11日 15:01 -124cm※2 11日 15:26 8.5m以上 

岩 手 県 大 船 渡 11日 14:－※1 -1.0m※2 11日 15:18 8.0m以上 

岩 手 県 釜 石 11日 14:－※1 -119cm※2 11日 15:21 420cm以上 

宮城県石巻市鮎川 11日 14:－※1 －※2 11日 15:26 8.6m以上 

福 島 県 相 馬 11日 14:－※1 -1.2m※2 11日 15:51 9.3m以上 

福 島 県 小 名 浜 11日 15:08 +260cm※2 11日 15:39 333cm 

※1 地震の揺れにより生じた潮位変動のため、潮位データからは津波の第一波の始まり時刻が特定できなかったもの 

※2 地盤沈下の影響で、第一波の読み取り値が不正確である可能性があるもの 

※3 小名浜以外は、データを入手できない期間があった 

※4 上表は、気象庁 平成 23 年３月 地震・火山月報（防災編）を基に作成 

 

図Ⅰ-8 観測された津波の高さ【出典：気象庁 平成 23 年 3 月地震・火山月報（防災編）】 

※矢印は、津波観測施設が津波により被害を受けたため、データを入手できない期間があり、後続の波で

さらに高くなった可能性があることを示す。 

【参考図】津波の高さの定義 



 

ふるさとの再生と帰還にむけて【初動編暫定版】  10 

 

第Ⅰ編 

１．２．３ 福島県内における津波の観測結果 

福島県内におけるこの地震による津波は、前出表５のとおり、相馬で９．３ｍ以上（１１日１５：５１）、

小名浜で３３３ｃｍ（１１日１５：３９）を観測しています。 

このうち、相馬の観測データは、津波により観測装置が破壊されており、海中部に残っていたセン

サーに収録されていた記録から回収したものであるため、後続の波で更に高くなった可能性があるこ

とから“９．３ｍ以上”との表現が用いられています。 

 

図Ⅰ-9 小名浜での津波観測データ【出典：気象庁報道発表資料(H23.3.14)】 

 

図Ⅰ-10 相馬での津波観測データ【出典：気象庁報道発表資料(H23.4.13)】 

いわき市小名浜 

3 月 11日 3 月 12日 

相 馬 

333cm（11日 15:39） 
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写真Ⅰ-3 相馬港に襲来した津波の第一波 

 

 

写真Ⅰ-4 松川浦漁港に襲来した津波 

  

 

撮影：相馬港湾建設事務所職員 

撮影：水産事務所職員 
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写真Ⅰ-5 津波襲来後の松川浦漁港の状況 

 

 

写真Ⅰ-6 津波襲来後の相馬港背後地の状況 

 

撮影：相馬港湾建設事務所職員 

撮影：相馬港湾建設事務所職員 
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１．２．４ 福島県内における津波による浸水状況 

この津波により、県内でも沿岸市町村面積の５％にあたる１１２ｋｍ２が浸水しています。 

このうち、新地町は、全面積の２４％に相当する１１ｋｍ２が浸水し、また、建物用地・幹線交通用地

に着目すれば、全体の２８％にあたる６ｋｍ２が浸水するなど、都市機能としても著しい影響を受けまし

た。 

表Ⅰ-6  県内沿岸市町村の浸水状況 

 浸水面積【A】（ｋｍ2） 市町村別面積【B】（km2） 浸水率【A/B】(%) 

建物用地・幹線交

通用地〔a〕 
その他

の用地

〔c〕 

田・その

他の農

用地・森

林・荒

地・ゴル

フ場〔d〕 

河川地

及び湖

沼・海

浜・海水

域〔e〕 

全体〔f〕 

建物用地・幹線交

通用地〔g〕 

全体

〔i〕 

建物

用地・

幹線

交通

用地

〔a/g〕 

建物

用地

〔b/h〕 

全体

〔f/i〕 

市町村名 

 

うち建

物用地

〔b〕 

 

うち建

物用地

〔h〕 

新 地 町 
2 

(15%) 

1 

(10%) 

3 

(25%) 

6 

(55%) 

1 

(6%) 

11 

(100%) 
6 4 46 28% 25% 24% 

相 馬 市 
3 

(9%) 

2 

(8%) 

3 

(9%) 

16 

(55%) 

8 

(27%) 

29 

(100%) 
16 14 197 16% 16% 15% 

南 相 馬 市 
4 

(10%) 

3 

(8%) 

1 

(2%) 

31 

(79%) 

4 

(9%) 

39 

(100%) 
30 26 398 13% 13% 10% 

浪 江 町 
1 

(15%) 

1 

(15%) 

0.5未満 

(3%) 

4 

(66%9 

1 

(16%) 

6 

(100%) 
11 9 223 8% 10% 3% 

双 葉 町 
0.5未満 

(7%) 

0.5未満 

(7%) 

0.5未満 

(5%) 

2 

(74%) 

0.5未満 

(13%) 

3 

(100%) 
3 3 51 7% 8% 6% 

大 熊 町 
0.5未満 

(13%) 

0.5未満 

(13%) 

0.5未満 

(7%) 

1 

(57%) 

0.5未満 

(23%) 

2 

(100%) 
6 5 79 4% 4% 2% 

富 岡 町 
0.5未満 

(14%) 

0.5未満 

(11%) 

0.5未満 

(12%) 

1 

(58%) 

0.5未満 

(17%) 

1 

(100%) 
7 6 68 3% 2% 2% 

楢 葉 町 
0.5未満 

(6%) 

0.5未満 

(6%) 

0.5未満 

(4%) 

2 

(77%) 

0.5未満 

(13%) 

3 

(100%) 
3 2 103 5% 6% 3% 

広 野 町 
0.5未満 

(10%) 

0.5未満 

(9%) 

1 

(38%) 

1 

(42%) 

0.5未満 

(10%) 

2 

(100%) 
2 1 59 9% 11% 3% 

い わ き 市 
5 

(31%) 

5 

(30%) 

3 

(19%) 

3 

(22%) 

4 

(28%) 

15 

(100%) 
105 94 1,231 4% 5% 1% 

合 計 
15 

(13%) 

13 

(12%) 

10 

(9%) 

67 

(60%) 

19 

(17%) 

112 

(100%) 
188 164 2,456 8% 8% 5% 

※1 「津波浸水範囲の土地利用別面積について」（H23.4.18 国土地理院）に基づき作成 

※2 （ ）内数値は土地利用別割合 
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図Ⅰ-11 新地町～相馬市間の浸水分布図 
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図Ⅰ-12 相馬市～南相馬市間の津波浸水分布図 
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図Ⅰ-13１ いわき市久之浜地区～平薄磯地区間の津波浸水分布図 
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図Ⅰ-14 いわき市平薄磯地区～小名浜地区の津波浸水分布図 
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図Ⅰ-15 いわき市小名浜地区～茨城県境間の津波浸水分布図 
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第２節 東北地方太平洋沖地震に伴う余震 

§２．１ 余震の発生状況 

２．１．１  本震発生直後３日間の余震発生状況 

本震発生直後のH23.3.11 14:47からH23.3.13 24:00までの間に、福島県内で震度４以上の余

震を観測した回数は、３０回に達しています。 

このうち、発災当日に着目すれば、約１０時間程度の間に２０回の大きな余震が発生しており、こ

の余震によって、本震で被災した施設が増破するなどの影響が生じたと推察されます。 

表Ⅰ-7 本震発生直後３日間の余震発生状況（H23.3.11 14:47～H23.3.13 24:00） 

震度 ４ ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７ 合計 

H23 .03 . 11 １５ ４ １ ０ ０ ０ ２０ 

H23 .03 . 12 ７ １   ０ ０ ０ ０ ８ 

H23 .03 . 13 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

小計 ２４ ５ １ ０ ０ ０ ３０ 

※気象庁震度データベースによる 

 

２．１．２  余震の月別発生状況 

 本震発生後から現在までの県内で震度４以上の月別発生状況に着目すると、確実に減少してき

ていますが、H22.4.1 から東北地方太平洋沖地震直前までの間で、県内で震度４以上の地震を観

測した回数が４回であったことを考えると、今後も活発化している地震へ警戒する必要があるといえ

ます。 

表Ⅰ-8 本震発生後の月別余震発生回数（H23.3.11 14:47 以降） 

震度 ４ ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７ 小計 

Ｈ２３．３月 ３８ ６ ４ ０ ０ ０ ４８ 

Ｈ２３．４月 ２７ ３ １ ２ ０ ０ ３３ 

Ｈ２３．５月 ９ ２ ０ ０ ０ ０ １１ 

Ｈ２３．６月 ４ １ ０ ０ ０ ０ ５ 

Ｈ２３．７月 ５ １ １ ０ ０ ０ ７ 

Ｈ２３．８月 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ４ 

Ｈ２３．９月 １ ０ １ ０ ０ ０ ２ 

Ｈ２３．１０月 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

Ｈ２３．１１月 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

Ｈ２３．１２月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｈ２４．１月 ３ １ ０ ０ ０ ０ ４ 

        

        

合計 ９１ １６ ７ ２ ０ ０ １１６ 

※気象庁震度データベースによる 



 

ふるさとの再生と帰還にむけて【初動編暫定版】  20 

 

第Ⅰ編 

§２．２ 福島県内における代表的な余震の概要 

２．２．１  福島県浜通りを震源とする地震（H23.4.11発生） 

発生日時： 平成２３年４月１１日 １７：１６ 

地震の種類： 直下型地震 

震 源： 福島県浜通り 【36° 56′ 42″ N, 140° 40′ 18″ E】  （井戸沢断層、湯ノ岳断層） 

震源の深さ： ６ｋｍ 

規 摸： Ｍ７．０ 

最大震度： ６弱 （いわき市、古殿町、中島村）  

発震機構： 東北東－西南西方向に張力軸を持つ正断層型 

この地震で、福島県いわき市、古殿町、中島村、茨城県鉾田市で震度６弱、福島県白河市、須賀

川市など１７の市区町村で震度５強を観測したほか、東北を中心に北海道から近畿地方にかけて、震

度５弱～１を観測するなど、東日本の広範囲で強い揺れを観測しました。 

また、この地震に起因して発生直後の１７：１８に茨城県沿岸に津波警報が、また、宮城県、福島県、

千葉県九十九里・外房の各沿岸に津波注意報が発令されましたが、いずれも同日１８：０５に解除され

ました。 

結果として、津波による被害は発生しませんでしたが、震源に近い、いわき市田人町石住地内にお

いて、土砂災害により４名の死亡者を出すとともに、同地内の（主）いわき石川線でも、通行車両が崩

落してきた土砂に巻き込まれ１名が死亡する痛ましい事態となってしまいました。 

また、この地震による土砂崩落によって、（主）いわき石川線が、いわき市田人町石住地内と、同市

渡辺町上釜戸地内の２箇所において約５ヶ月間にわたり通行止めとなったことに加え、常磐自動車道 

いわき勿来 IC～いわき湯本 IC 間の上下線でも約３日間通行止めとなるなど、地域経済及び住民生

活へ多大な影響を及ぼしました。 

  

 図Ⅰ-16 震央位置と全国の震度分布（左）及び推計震度分布（右） 

【出典：気象庁ホームページ掲載資料】 
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図Ⅰ-17 H23.4.11 余震の県内震度分布図 

 

（独）防災科学研究所 強震ネットワーク（K-NET）の観測資料によれば、この余震の最大加速度は、

茨城県鉾田で６１５ガル（３成分合成値）を観測しています。 

 

図Ⅰ-18 茨城県鉾田市の強震動波形 

【出典：（独）防災科学技術研究所ホームページ掲載資料】 

地中南北方向 

地中東西方向 

地中上下方向 

2,700gal 

-2,700gal 

505gal 

536gal 

206gal 

-206gal 

-505gal 

-536gal 
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  また、県内に設置された（独）防災科学技術研究所 強震ネットワーク（K-NET）の観測地点の最大

加速度データでも、４５９～５７２ガルの東北地方太平洋沖地震で震度６強を観測した双葉町や二本

松市の K-NET観測地点を上回る強い揺れを観測しています。 

表Ⅰ-9 県内の主な地点での最大加速度（H23.4.11 17:16） 

観測地点 震 度 最大加速度※1 震央距離※1 備考 

平 田 ５強 ５７２ｇａｌ ３２ｋｍ  

勿 来 ６弱 ５４６ｇａｌ １２ｋｍ  

白 河 ５強 ５３８ｇａｌ ４７ｋｍ  

古 殿 ６弱 ４８６ｇａｌ １９ｋｍ  

西 郷 ５弱 ４５９ｇａｌ ５７ｋｍ  

※1 （独）防災科学技術研究所「2011年 4月 11日 17時 16分福島県浜通りの地震による強震動」より作成 

※2 最大加速度は、三成分合成値 

※3 気象庁による震度計測地点と K-net強震計設置地点は異なる 

 

写真Ⅰ-7 常磐自動車道 いわき湯本 IC～勿来 IC 間（下り） 

 

写真Ⅰ-8 いわき石川線 いわき市渡辺町上釜戸地内 

提供： 東日本高速道路株式会社 
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第３節 福島第１及び第２原子力発電所事故 

§３．１ 福島第１原子力発電所事故による避難等の経過 

３．１．１  政府における原子力発電所事故及び地震災害の指揮系統 

東日本大震災の対応における政府の体制は、次にあげる内閣総理大臣を本部長とする２つの災

害対策本部を設置して災害対応の指揮にあたりました。 

① 緊急災害対策本部 （災害対策基本法第 ２８条の２）：地震及び津波災害への対応 

② 原子力災害対策本部（原子力災害対策特別措置法第１６条）：原子力発電所事故への対応 

 

図Ⅰ-19 政府の災害対応指揮系統（出典：第１回東日本大震災復興構想会議資料 別添３）

 

図Ⅰ-20 東京電力㈱を含めた政府の災害対応指揮系統 
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３．１．２  福島第１原子力発電所事故の事態推移 

水素爆発を起こした福島第１原子力発電所事故の事態の推移に着目すれば、福島第１原子力

発電所から半径 2km→3km→10km→20km、更には 20～30kmに屋内退避と、拡大していく避難等

の指示が本震発生当日から緊急事態に陥り、そのまま事態が悪化の一途を辿ったことを示してい

ます。 

これにより自主避難も含め、推計で約１５万人に上る県民が避難を余儀なくされました。 

 

平成２３年 ３月１１日 

１４：４６  東北地方太平洋沖地震 

１４：４９  大津波警報発令 

１５：３９  いわき市小名浜で３３３ｃｍの津波を観測 

１５：５１  相馬で９．３ｍ以上の津波を観測 

１６：４７  福島県知事より自衛隊へ災害派遣要請 

１８：００  防衛大臣より自衛隊へ大規模震災派遣命令 

１９：０３  原子力緊急事態宣言（福島第１原子力発電所） 

１９：３０  防衛大臣より自衛隊へ原子力災害派遣命令 

２０：５０  福島県対策本部より、福島第１原発１号機の半径２ｋｍの住人へ避難指示 

２１：２０  陸上自衛隊中央特殊武器防護隊 大宮駐屯地を出発 

２１：２３  福島第１原発１号機の半径３ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

及び半径３～１０ｋｍ圏内の住人へ屋内退避指示 

 

平成２３年 ３月１２日 

０５：４４  福島第１原発１号機の半径１０ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

１５：３６  福島第１原発１号機が水素爆発と思われる爆発が発生  

１８：２５  福島第１原発の半径２０ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

２０：００  自衛隊 双葉町など原発周辺の寝たきり・要介護老人等約２００名を川俣町へ空輸 

 

平成２３年 ３月１４日 

１１：００   自衛隊 東北方面総監を指揮官とする災統合任務部隊（ＪＴＦ-東北）編成 

１１：００頃 福島第１原発３号機で水素爆発と思われる爆発 

１５：００   自衛隊 福島第１原発２０ｋｍ圏内の要救助者の空輸を再開 

 

平成２３年 ３月１５日 

０６：１０頃 福島第 1原発４号機で大きな衝撃音が発生し、原子炉建屋屋根付近の損傷を発見 

同    福島第 1原発２号機圧力抑制室付近で水素爆発と思われる大きな衝撃音  

１１：００  福島第１原発の半径２０～３０ｋｍ圏内の住人へ屋内退避指示 

１１：５９  福島第１原発から半径３０ｋｍ圏内の飛行禁止措置 
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平成２３年 ４月２２日 

００：００  警戒区域を設定 

０９：４４  緊急時避難準備区域及び計画的避難区域を設定

 

 

図Ⅰ-21 避難指示等区域設定状況(H23.4.22 時点) 

 

写真Ⅰ-9 警戒区域への立入規制（国道６号 南相馬市） 
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平成２３年 ６月３０日 

特定避難勧奨地点を設定（伊達市） 

平成２３年 ７月１９日 

事故の収束に向けた道筋「STEP1」完了 

平成２３年 ７月２１日 

特定避難勧奨地点を設定（南相馬市） 

平成２３年 ８月 ３日 

特定避難勧奨地点を設定（南相馬市、川内村） 

平成２３年 ８月３１日 

１４：１５  防衛大臣より自衛隊へ大規模震災派遣終結命令 

平成２３年 ９月 ９日 

自衛隊の行動命令よる災害派遣終結 

平成２３年 ９月３０日 

１８：１１  緊急時避難準備区域を解除 

平成２３年１１月２５日 

特定避難勧奨地点を追加設定（南相馬市、伊達市） 

平成２３年１２月１６日 

事故の収束に向けた道筋「STEP2」完了 

平成２３年１２月２０日 

０８：００  福島県知事より自衛隊へ撤収要請 

平成２３年１２月２６日 

１８：００  防衛大臣より自衛隊へ原子力災害派遣終結命令 

平成 24 年 2 月 25 日 

００：００  飛行禁止空域を福島第１原発から 3km圏内に縮小 

 

写真Ⅰ-10 警戒区域内を遁走する放れ牛（左）と徘徊するダチョウ（右）  
平成２３年６月撮影 

平成２３年８月撮影 

平成２３年６月撮影 
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３．１．３  福島第１及び第２原子力発電所事故後２０日間の主な動き 

東日本大震災による原子力発電所事故は、水素爆発を起こした福島第１原子力発電所が注目さ

れがちですが、福島第２原子力発電所でも、平成 23年 3月 12日 07:45に「原子力緊急事態宣言」

が発出され、緊急事態応急対策が並行して進められていました。 

福島第２原発では、最大で原発から半径 10km以内に避難指示が出されましたが、この後、同年

4月 21日に避難指示区域が半径 8km以内に縮小され、同年 12月 26日には、「原子力緊急事態

解除宣言」の発出によって、避難指示区域は解除されました。 

しかしながら、以前として福島第１原発事故による警戒区域に包含されているため、平成 24年 3

月１５日現在でも住民の帰還は実現しないままです。 

この福島第１及び第２原発の２つの原子力緊急事態の推移とそれに伴う応急対策及び避難の状

況などについて、原発の電源が回復するまでの間を中心として、平成２３年３月中の約２０日間をま

とめた時系列を以下に示します。 

この時系列は、「原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書」（平成 23

年 6月）を基本に、「原子力安全・保安院等の初動期の対応」（平成 23年 8月 12日）及び「平成 23

年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に対する自衛隊の対応状況」（防衛省）などを参考に作成した

ものです。 

 

Ｈ２３．３．１１ 

１４：４６  東北地方太平洋沖地震発生  

１４：４９  大津波警報発令  

１５：３９  いわき市小名浜で３３３ｃｍの津波を観測 

１５：４２  福島第１原発１～３号機の原子力災害対策特別措置法第１０条第１項〔原子力防災管理者の通報義

務等〕に基づき全交流電源喪失について連絡 

１５：５１  相馬で９．３ｍ以上の津波を観測 

１６：３６  福島第１原発１、２号機に関して、 

事業者が原災法第１５条〔原子力緊急事態〕事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）と判断 

１７：３５  福島第２原発１号機にて原災法第１０条通報 

１８：３３  福島第２原発１、２、４号機にて原災法第１０条通報 

１９：０３  原子力緊急事態宣言（福島第１原子力発電所） 

同    原子力災害対策本部及び同現地対策本部の設置 

１９：３０  自衛隊へ原子力災害派遣命令 

２０：５０  福島県対策本部より、福島第１原発１号機の半径２ｋｍの住人へ避難指示 

２１：２０  陸上自衛隊中央特殊武器防護隊 大宮駐屯地を出発 

２１：２３  内閣総理大臣より、関係地方公共団体に対し、原災法第１５条第３項に基づく次の指示 

① 福島第１原発１号機の半径３ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

② 福島第１原発１号機の半径１０ｋｍ圏内の住人へ屋内退避指示 
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写真Ⅰ-11 被災した常磐自動車を福島第１原発へ向け前進する陸上自衛隊中央特殊武器防護隊 

 

Ｈ２３．３．１２ 

００：５７  福島第１原発１号機にて原災法第１５条事象（格納容器圧力異常上昇）に該当する旨の通報 

０５：２２  福島第２原発１号機にて、事業者が原災法第１５条事象（圧力抑制機能喪失）発生判断 

０５：３２  福島第２原発２号機にて、事業者が原災法第１５条事象（圧力抑制機能喪失）発生判断 

０５：４４  内閣総理大臣より、関係地方公共団体に対し、原災法第１５条第３項に基づく次の指示 

① 福島第１原発１号機の半径１０ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

０６：０７  福島第２原発４号機にて、原災法第１５条事象（圧力抑制機能喪失）発生 

０６：２７  福島第２原発１，２号機について、原災法第１５条事象（圧力抑制機能喪失）通報 

０７：４５  原子力緊急事態宣言（福島第２原子力発電所） 

０７：４５  内閣総理大臣より、関係地方公共団体に対し、原災法第１５条第３項に基づく次の指示 

① 福島第２原発の半径３ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

② 福島第２原発の半径１０ｋｍ圏内の住人へ屋内退避指示 

０９：０４  福島第１原発１号機でベント作業のため、現場へ向け出発 

１４：３０  福島第 1 原発 1 号機で原子炉内部の放射性物質を含む蒸気を排出する“ベント”による圧力低下を

確認 

１５：３６  福島第 1原発 1号機が水素爆発と思われる爆発が発生  

１６：２７  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

１７：３９  内閣総理大臣より、関係地方公共団体に対し、原災法第１５条第３項に基づく次の指示 

① 福島第２原発の半径１０ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

１８：２５  内閣総理大臣より、関係地方公共団体に対し、原災法第１５条第３項に基づく次の指示 

① 福島第１原発の半径２０ｋｍ圏内の住人へ避難指示 

１９：０４  福島第１原発１号機について、海水注入を開始 

２０：００  自衛隊 双葉町など原発周辺の寝たきり・要介護老人等約２００名を川俣町へ空輸 

２０：２０  津波警報へ切替え 

２０：４５  福島第１原発１号機について、再臨界を防ぐためのホウ酸投入を開始 

提供： 陸上自衛隊中央即応集団 

提供： 陸上自衛隊中央即応集団 
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写真Ⅰ-12 爆発後の福島第１原発 1 号機（H23.3.12 撮影） 

 

Ｈ２３．３．１３ 

０５：１０  福島第１原発３号機にて原災法第１５条事象（原子炉冷却機能喪失）に該当する旨の通報 

０７：３０  津波注意報へ切替え 

０８：４１  福島第１原発３号機にて、ベントのため２つめの弁を「開」操作 

０９：０１  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

０９：２０頃 福島第１原発３号機にて、格納容器圧力の低下傾向を確認 

０９：３０  内閣総理大臣より、原災法に基づき福島県知事、大熊町長、双葉町長、 

富岡町長、浪江町長へ放射能除染スクリーニングの内容について指示 

１１：００  福島第１原発２号機にてベントのため２つめの弁を「開」操作 

１３：１２  福島第１原発３号機の注水を真水から海水へ切替え 

１４：３６  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

 

Ｈ２３．３．１４ 

福島県が政府の派遣した専門家意見を踏まえて 

全身除染を行う場合のスクリーニングレベルを１００，０００ｃｐｍに変更 

０１：１０    福島第１原発１，３号機の注入を停止（くみ上げ箇所の海水の減少による） 

０３：２０    福島第１原発１，３号機の注入を再開 

０４：２８    福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

０５：２０    福島第１原発３号機にて、ベントのため２つめの弁を「開」操作 

０５：３８    福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

１１：００頃  福島第１原発３号機で水素爆発と思われる爆発 

１３：２５    福島第１原発２号機にて原災法第１５条事象（原子炉冷却機能喪失）に該当する旨の通報 

１８：００頃   福島第 1原発２号機にて原子炉圧力低下確認 

２２：１３    福島第１原発にて原災法第１０条通報 

２２：３５    福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

東京電力㈱報道配布資料 
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写真Ⅰ-13 爆発後の福島第１原発３号機（３月２１日撮影） 

 

Ｈ２３．３．１５ 

００：０２  福島第１原発２号機にて、ドライベントのため弁を「開」操作 

０５：００  福島第１原発２号機にて、原子炉圧力低下 

０６：１０頃 福島第 1原発４号機で大きな衝撃音が発生し、原子炉建屋屋根付近の損傷を発見 

同    福島第１原発２号機圧力抑制室付近で水素爆発と思われる大きな衝撃音  

０７：２１  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

０８：２５  福島第１原発 2号機 原子炉建屋５階付近より白い湯気らしきものを確認 

０８：５４  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

１０：５９  現地対策本部機能を福島県庁へ移転 

１１：００  内閣総理大臣より、関係地方公共団体に対し、原災法第１５条第３項に基づく次の指示 

① 福島原発の半径２０～３０ｋｍ圏内の住人へ屋内退避指示 

１１：５９  福島第１原発から半径３０ｋｍ圏内の飛行禁止措置 

１６：３３  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

２２：２０  陸上自衛隊中央特殊武器防護隊 福島県立医科大学に除染所を設置 

２３：４６  福島第１原発について原災法第１５条事象（敷地境界放射線異常上昇）通報 

 

Ｈ２３．３．１６ 

０５：４５  福島第 1原発 4号機で火災  

 

Ｈ２３．３．１７ 

０９：４８   陸上自衛隊ヘリによる福島第１原発３号機への放水開始（１０：０１までに約 30t） 

１９：０５頃  警視庁機動隊による福島第１原発３号機への放水開始（１９：１３までに約 44t） 

１９：３５   自衛隊 消防車群による福島第１原発３号機への放水開始（２０：０９までに約 30t） 

東京電力㈱報道配布資料 
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写真Ⅰ-14 自衛隊による陸上からの放水 

 

Ｈ２３．３．１８ 

１４：００    自衛隊 消防車群による福島第１原発３号機への放水開始（１４：３８までに約 40ｔ） 

１４：４２    米軍高圧放水車による福島第１原発３号機への放水開始（１４：４５までに約 2ｔ） 

 

Ｈ２３．３．１９ 

００：３０    東京消防庁消防車による福島第１原発３号機への放水開始（０１：１０までに約 60t） 

１４：１０    東京消防庁消防救助部隊による福島第１原発３号機への放水開始 

 

Ｈ２３．３．２０ 

０３：４０    東京消防庁消防救助部隊による福島第１原発３号機への放水終了（約 2,430ｔ） 

０８：２１    自衛隊 消防車により福島第１原発４号機へ放水開始（０９：４０までに約 80t） 

１５：４６    福島第１原発１、２号機 非常用低圧配電盤受電 

               〃      東電原子力線から仮設電源を供給 

１８：３０    自衛隊 消防車により福島第１原発４号機へ放水開始（１９：４６までに約 80t） 

２１：３６頃  東京消防庁消防救助部隊による福島第１原発３号機への放水開始 

２３：３０    原子力災害対策現地本部より、 

放射能除染スクリーニングレベルを１００，０００ｃｐｍへ変更の指示 

 

Ｈ２３．３．２１ 

０３：５８    東京消防庁消防救助部隊による福島第１原発３号機への放水終了（約 1,137ｔ） 

０６：３７    自衛隊 消防車により福島第１原発４号機への放水開始 

０８：３８    米軍高圧放水車により福島第１原発４号機への放水開始（０８：４１までに約 2.2t） 

０８：４１    全１３台による福島第１原発４号機への放水終了（約 90t） 

１５：５５頃  福島第１原発３号機原子炉建屋の屋上南東側より、やや灰色がかった煙が発生 

提供： 陸上自衛隊中央即応集団 
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Ｈ２３．３．２２ 

１０：３５    福島第 1原発４号機で非常用低圧配電盤受電 

１０：３６    福島第 1原発３号機で非常用低圧配電盤受電 

１５：１０    東京消防庁消防救助部隊による福島第１原発３号機への放水開始（１５：５９までに約 150ｔ） 

１７：１７    東京電力㈱コンクリートポンプ車（以下 CP車）により福島第１原発４号機への放水開始 

２０：３２    CP車による福島第１原発４号機への放水終了（約 150t） 

２１：５２    福島第 1原発４号機で計測用主母線盤受電 

２２：４６    福島第 1原発３号機 中央操作室照明受電 

２２：５８    福島第 1原発３号機で計測用主母線盤受電 AC120V 

 

写真Ⅰ-15 福島第１原発４号機でのコンクリートポンプ車による放水状況（H23.3.22 撮影） 

 

Ｈ２３．３．２３ 

０１：４０    福島第１原発１号機 計測用主母線盤受電 AC120V 

１０：００    CP車により福島第１原発４号機への放水開始（１３：０２までに約 125t） 

１１：０３    福島第１原発３号機で燃料プール冷却浄化系（ＦＰＣ）からの海水注入開始（１３：２０までに約 35t） 

１６：２０頃   福島第１原発３号機原子炉建屋付近より、やや黒煙が発生 

 

Ｈ２３．３．２４ 

０５：３５頃   福島第１原発３号機で、ＦＰＣからの海水注入開始（１６：０５までに約 120t） 

１１：３０頃   福島第１原発１号機 中央操作室照明復旧 

１４：３６    CP車により福島第１原発４号機への放水開始（１７：３０までに約 150t） 

 

 

 

東京電力㈱報道配布資料 
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Ｈ２３．３．２５ 

０６：０５    福島第１原発４号機で、ＦＰＣからの海水注入開始（１０：２０までに約 20t） 

１３：２８    川崎市消防局による福島第１原発３号機への放水開始（１６：００までに約 450ｔ） 

１８：０２    福島第１原発３号機への注水を海水から淡水へ切替え 

１９：０５    CP車により福島第１原発４号機への放水開始（２２：０７までに約 150t） 

 

Ｈ２３．３．２６ 

１６：４６    福島第１原発２号機の中央操作室照明復旧 

 

Ｈ２３．３．２７ 

１２：３４    CP車により福島第１原発３号機への海水放水開始（１４：３６までに約 100t） 

１６：５５    CP車により福島第１原発４号機への放水開始（１９：２５までに約 125t） 

 

Ｈ２３．３．２８ 

２０：３０    福島第１原発３号機への注水を消防ポンプから仮設電動ポンプへ切替え 

 

Ｈ２３．３．２９ 

１１：５０    福島第 1原発４号機 中央操作室照明受電 

１４：１７    CP車により福島第１原発３号機への淡水放水開始（１８：１８までに約 100t） 

 

Ｈ２３．３．３０ 

１４：０４    CP車により福島第１原発４号機への淡水放水開始（１８：３３までに約 140t、計器で水位を確認） 

 

Ｈ２３．３．３１ 

１３：０３    CP車により福島第１原発１号機への淡水放水開始（１６：０４までに約 90t） 

１６：３０    CP車により福島第１原発３号機への放水開始（１９：３３までに約 105t） 

 

  



 

ふるさとの再生と帰還にむけて【初動編暫定版】  34 

 

第Ⅰ編 

§３．２ 原子力発電所事故に伴う法的規制区域の概要 

３．２．１  放射性物質の放出を想定した事故に係る法律体系 

 放射性物質の放出を想定した事故の対応（賠償を除く）に係る主な法律として、災害対策基本法

と原子力災害対策特別措置法の２つがあります。 

 放射性物質の大量の放出については、災害対策基本法においても想定されていますが、今般の

原子力発電所事故のように、原子力緊急事態宣言が発出された場合には、政府の原子力災害対

策本部の下、原子力災害対策特別措置法（原災法）に基づく対応をとることとなります。 

 なお、原災法では、法第２８条に災害対策基本法（災対法）の読替えが規定されています。 

 

表Ⅰ-10 放射性物質の放出を想定した事敀対応に係る法律 

法令等 対象とする事象 規定されている主な事項 

災 害 対 策 基 本 法 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮 

地震、津波、噴火 

その他の異常な自然現象 

大規模な火事若しくは爆発 

（法第２条第１項） 

 

放射性物質の大量の放出 

多数の者の遭難を伴う船舶の沈没 

その他の大規模な事故 

（施行令第１条） 

○ 防災に関する組織 

・災害応急対策又は災害復旧のための職員派遣 

・災害対策本部など 

○ 防災計画 

・地域防災計画など 

○ 災害予防 

・防災訓練義務 

・防災に必要な物資・資材の備蓄 

○ 災害応急対策 

・避難指示 

・警戒区域の設定 

・応急措置及び交通規制 

○ 災害復旧 

・災害復旧事業費の決定の適正化及び円滑化 

○ 財政措置 

・激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等 

原子力災害対策特別措置法 

原子力緊急事態 

・原子力事業者の原子炉の運転等により放射

性物質又は放射線が異常な水準で原子力事

業所外へ放出された事態 

（法第２条第２項） 

○ 原子力災害の予防に対する原子力業者の義務 

・緊急事態応急対策拠点施設の指定等 

・放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等 

・防災訓練 

○ 原子力緊急事態 

・原子力緊急事態宣言及び原子力災害対策本部の設置 

・避難等に関する市町村長及び都道府県知事への総理指示 

・災害対策基本法からの原子力緊急事態の適用除外 

○ 緊急事態応急対策 

○ 原子力災害事後対策 

※H23.2.17現在 国会において原子力災害対策特別措置法改正案を審議中 
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表Ⅰ-11 災害対策基本法と原子力災害対策特別措置法の基本的枠組みの相違 

 災害対策基本法 原子力災害対策特別措置法 

事故災害の原因者 特段の規定なし 原子力事業者の責務及び具体的義務を規定 

防 災 訓 練 
それぞれ又は共同して行う 

防災訓練を義務付け 

共同して行う防災訓練を 

主務大臣が作成する計画に基づき実施する 

政 府 の 対 策 本 部 

非常災害対策本部の任意的設置 

（本部長 ：国務大臣） 原子力災害対策本部の必要的設置 

（本部長： 総理大臣） 緊急災害対策本部の任意的設置 

（本部長： 総理大臣） 

本 部 長 の 権 限 

非常災害対策本部 

・地方公共団体の長、指定公共機関等への指

示 等 

・関係指定行政機関の長、地方公共団体の長、

指定公共機関、原子力事業者等への指示 等 

・自衛隊の部隊等の派遣要請 

・原子力安全委員会に対する技術的事項につい

ての助言の要求 等 

緊急災害対策本部 

・関係指定行政機関の長、地方公共団体の

長、指定公共機関等への指示 等 

政府の現地対策本部 任意的設置 必要的設置 

地方公共団体の本部 任意的設置 原子力緊急事態宣言発出時は、必要的設置 

そ の 他 

 ・主務大臣が緊急時下応急対策拠点施設をあら

かじめ指定 

・現地に原子力災害合同対策協議会を組織 

・原子力防災専門官を配置 

 

３．２．２  避難指示等の法的根拠 

 福島第１原子力発電所事故に伴い、住民の避難や農産物の出荷制限が政府より指示されていま

すが、これらの指示は、表Ⅰ-12に示す原災法に基づく２種類の法的根拠があります。 

 今般の震災で設定された「避難指示」、「屋内退避指示」、「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊

急時避難準備区域」、「特定避難勧奨地点」の法的根拠は、表Ⅰ-13のとおりとなります。 

表Ⅰ-12 総理指示の根拠条文 

条文 規定されている指示内容の要旨 福島第１及び第２原発事故での指示 

法第１５条第３項 

緊急事態応急対策を実施すべき区域を管轄する市町村長

及び都道府県知事に対し次の項目を実施するよう指示 

・災害対策基本法の読替え規定による避難指示 

・その他の緊急事態応急対策に関する事項を指示 

避難 

屋内退避 

法第２０条第３項 

 当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域に

おける緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため

に、関係する行政機関・地方公共団体及び原子力事業者へ

の必要な指示 

出荷制限 

警戒区域の設定 
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表Ⅰ-13 福島第１原発事敀に係る避難区域等の設定状況と規制内容 

区 域 根拠法令 設定※ 解除 設定区域 規制内容 

避 難 指 示 

総理指示 

（原災法第 15条 3項） 

に基づく 

災対法第 60条 1項 

H23.3 .11  
福島第 1原発から 

半径 20km圏内 

原子力緊急事態による 

避難指示 

屋 内 退 避 指 示 

総理指示 

（原災法第 15条 3項） 

に基づく 

災対法第 60条 1項 

H23.3 .15 H23.4.22 
福島第 1原発から 

半径 20~30km圏内 

原子力緊急事態による 

屋内退避 

警 戒 区 域 

総理指示 

（原災法第 20条の 3） 

に基づく 

災対法第 60条 1項 

H23.4 .22  
福島第 1原発から 

半径 20km圏内 

緊急事態応急対策に従

事する者以外の者は、市町

村長が一時的な立入を認め

る場合を除き、立入禁止又

は退去を命ぜられる。 

緊 急 時 避 難 

準 備 区 域 

総理指示 

（原災法第 20条の 3） 
H23.4 .22 H23.9.30 

福島第 1原発から 

半径 20km圏内を除く 

広野町 

楢葉町 

川内村 

田村市の一部 

南相馬市の一部 

住民に対して常に緊急的

に屋内退避や自力での避

難ができるようにすることを

求める。 

計画的避難区域 
総理指示 

（原災法第 20条の 3） 
H23.4 .22  

福島第 1原発から 

半径 20km圏内を除く 

葛尾村 

浪江町 

飯舘村 

川俣町の一部 

南相馬市の一部 

積算線量が２０mSv/年に

達するおそれのあるため、

住民等に概ね１ヶ月を目途

に別の場所に計画的に避

難を求める。  

特 定 避 難 

勧 奨 地 点 

原子力災害現地対策本部 

と 

県及び市町村との協議 

H23.6 .30 

H23.7 .21 

H 2 3 . 8 . 3 

H2311.25 

 

伊達市（113世帯） 

南相馬市（59世帯） 

南相馬市（72世帯） 

川内村（1世帯） 

伊達市（15世帯） 

南相馬市（22世帯） 

 生活形態によっては、２０

mSv/年を超える可能性の

ある地点を住居単位で指定

し、そこに居住する住民に

対して、注意を喚起し、避難

を支援、促進する。 
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図Ⅰ-22 警戒区域の設定に係る原子力災害対策本部長指示 
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図Ⅰ-23 設定された警戒区域等の概要（緊急時避難準備区域解除前） 
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３．２．３  警戒区域の設定による災害復旧への影響 

 前出のとおり、福島第１原子力発電所事故に伴い、緊急事態応急対策に従事する者以外の立入

を規制する「警戒区域」が設定されたことにより、公共土木施設の災害復旧は、大きな制約を受ける

こととなりました。 

 この警戒区域内への立入が認められる緊急事態応急対策は、原災法の中で下図のように規定さ

れています。 

 

 

図Ⅰ-24 緊急事態応急対策の定義 

 

  



 

ふるさとの再生と帰還にむけて【初動編暫定版】  40 

 

第Ⅰ編 

警戒区域内における主要な輸送ルートの道路啓開や簡易な段差解消等の応急措置については、

行方不明者捜索へ着手した県警及び自衛隊、加えて、福島第１原発の緊急事態応急対策にあたる

東京電力（株）関連企業により実施されていました。 

しかし、警戒区域内へのマイカー一時帰宅の安全を確保するため、道路の応急対策の実施が土木

部へ求められていたことから、これと並行して、公共土木施設の災害復旧を目的とする警戒区域内の

災害調査についても、原災法第 26条第 1項第 5号の「施設及び設備の整備及び点検並びに応急復

旧に関する事項」としての立入りができないかをオフサイトセンター等と協議していました。 

結果として、当該条項が原子力緊急事態を収束させるための施設の応急復旧を前提としていたた

め、その公共土木施設の災害復旧を目的とする実施にあたっては、 “事故の収束に向けた道筋

「STEP2」完了を待つこととなりました。 

この施設の応急復旧に係る前提について原災法の中で明確な表現はありませんが、防災計画に

規定された「防災業務関係者」について、平成 20年 10月の原子力安全委員会資料によれば、下図

のように定義しています。 

その中で、災害復旧活動については、「原子力施設内において」と前置きされていることから類推さ

れているものと考えられます。 

また、福島県地域防災計画（原子力災害対策編）の総則においても、「専門的・技術的事項につい

ては、原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」（以下、「防災指針」という。）を十分

に尊重するものとする。」とされ、原子力安全委員会の防災指針 第１章では、「防災指針の対象は、

炉規法に規定された以下の原子力施設（原災法の対象となるものに限る）による原子力災害及び核

燃料物質等の輸送時の原子力災害とする。」と規定されています。 

このようなことからも、防災計画上、地震や津波災害と原発事故による放射性物質の拡散が複合的

に発生することを想定していなかったことが、公共土木施設の災害復旧を進める上で、放射能対策と

ともに、大きな障壁となり立ちはだかっていることが理解していただけると思います。 

 

防災業務関係者の定義  

（原子力施設等の防災対策について付属資料9）  

 【H20.10 原子力安全委員会】 

・周辺住民に対する広報・指示伝達  

・周辺住民の避難誘導  

・交通整理  

・放射線モニタリング  

・医療措置  

・原子力施設内において災害に発展する事態を防止する措置等

の応急対策活動を実施する者及び放射性汚染物質の除去等の災

害復旧活動を実施するもの 

図Ⅰ-25 防災業務関係者の定義   
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§３．３ 地震・津波災害及び原発事故に伴う福島県民の避難状況  

３．３．１ 福島県民の避難概況 

この原発事故によって、地震・津波災害と合わせて推計で約１５．１万人（H23.9.22 時点）

の福島県民が避難していると考えられています。 

福島県民の避難で特徴的なのは、原発事故による放射性物質の拡散によって、避難区域外の

地域からも含め、総避難者数の１／３にあたる約５万人が自主避難していることです。 

また、自主避難者を含め、県外避難者は、約５．７万人と推計されています。 

 

 

 

 

図Ⅰ-26 福島県民の避難推計（H23.9.22 現在） 
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３．３．２ 原子力発電所事故に伴う避難対象者 

福島第１原発事故に伴う警戒区域等の設定後の避難対象人口（推計）に着目すると、緊急時避難

準備区域を含めた対象人口は約１４．７万人に上ります。 

前出の避難者の推計によれば、１５．１万人の避難者のうち、原子力発電所事故による避難指示等

を受けた地域からの避難者は、約１０．１万人とみられます。 

また、陸上自衛隊の資料によれば、このうち、警戒区域及び緊急時避難準備区域における要避難

支援者は２７３名でした。 

なお、表Ⅰ-14中には、警戒区域等設定前（H23.4.21以前）に福島第２原発の避難指示区域（半径

10km）内にあった広野町及び、福島第１原発の屋内退避指示区域にあったいわき市を反映させてい

ます。 

 

表Ⅰ-14 原子力発電所事敀に伴う避難対象者数（原子力損害賠償紛争審査会第 2 回資料より作成） 

市町村名 総 人 口 

0~20km圏 20~30km圏 

30km圏外※1 
計 画 的 

避難区域※ 3 

緊急時避難 

準備区域※ 3 

避難者数※2 

（H23.4.21 現在) 
 対象人口※1 残 留 者 数 

(H234.20現在) 

田 村 市 約 40,400人 約 600人 約 3,200人 約 1,200人 約 36,600人   約 4,000人 2,997人 

南相馬市 約 70,900人 約 14,300人 約 47,400人 約 30,000人 約 9,200人 約 10人 約 47,400人 5,713人 

広 野 町 約 5,400人 約 200人 約 5,200人 約 110人 0人   約 5,400人 5,000人 

楢 葉 町 約 7,700人 約 7,700人 6人 0人 0人   6人 7,800人 

富 岡 町 約 16,000人 約 16,000人 0人 － 0人     15,480人 

川 内 村 約 2,800人 約 1,100人 約 1,700人 約 130人 0人   約 1,700人 2,997人 

大 熊 町 約 11,500人 約 11,500人 0人 － 0人     11,363人 

双 葉 町 約 6,900人 約 6,900人 0人 － 0人     6,884人 

浪 江 町 約 20,900人 約 19,600人 約 1,000人 約 150人 約 300人 約 1,300人   17,793人 

葛 尾 村 約 1,500人 約 300人 約 1,300人 約 80人 約 0人 約 1,300人   1,497人 

飯 舘 村 約 6,200人 約 0人 約 300人 約 140人 約 5,900人 約 6,200人   2,438人 

いわき市 約 342,200人 約 0人 約 2,200人 約 310人 約 340,000人     2,700人 

川 俣 町 約 15,600人         約 1,200人     

合 計 約 548,000人 約 78,200人 約 62,306人 約 32,120人 約 392,000人 約 10,010人 約 58,506人  82,662人 

※1 H22国勢調査結果速報 

※2 福島県による平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第120報） 

避難者数には 30km圏外から避難している住民、原子力以外での避難も含み得ることに留意 

※3 人口は平成 22年国勢調査の速報を基に推計。（一部は平成 17年国勢調査結果） 
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表Ⅰ-15 警戒区域等設定前の避難対象人口（推計） 

 対象区域総人口 避 難 指 示 屋内退避指示 避難対象人口合計 

警戒区域設定前 約 532,400人 約 78,200人 約 62,306人 約 140,506人 

 

 

表Ⅰ-16 福島第１原発事敀に係る警戒区域等設定（H23.4.22）後の避難対象人口（推計） 

 
対象区域総人口 警 戒 区 域 

計 画 的 

避 難 区 域 

緊 急 時 避 難 

準 備 区 域 
避難対象人口合計 

警戒区域設定後 約 205,800人 約 78,000人 約 10,010人 約 58,506人 約 146,716人 

 

 

表Ⅰ-17 緊急時避難準備区域解除（H23.9.30）後の避難対象人口（推計） 

 
対象区域総人口 警 戒 区 域 

計 画 的 

避 難 区 域 
避難対象人口合計 

緊急時避難準備

区域解除後 
約 200,600人 約 78,000人 約 10,010人 約 88,010人 

 

 

図Ⅰ-27 自衛隊による住民避難及び誘導支援（陸上自衛隊 東日本大震災【概況説明資料】より抜粋）  
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３．３．３ 県外へ転校した児童・生徒数  

この原発事故に伴う避難によって、平成２３年度の夏季休業終了時点で８，７５３人もの福島県の未来

を担う小・中学生達が県外へ転校しています。 

また、高校生までを含めると、平成 23年 9月 20日時点で、県内外も含め約１．６万人の児童・生徒が

避難する異状事態に陥っており、中・長期的にも、全国各地へ避難した福島県の未来を担う子ども達を

如何に呼び戻し、県土の再生と復興のため力を結集することができるかが、現在直面している大きな課

題といえます。 

 

図Ⅰ-28 児童・生徒の県外への転校状況 

 

表Ⅰ-18 福島県内外への転校状況（H23.9.20 現在） 

 県外 県内 計 

小 学 校 ６，６２８人 ３，５１６人 １０，１４４人 

中 学 校 ２，１２５人 １，８１４人 ３，９３９人 

高 校 １，０２９人 ７３７人 １，７６６人 

特 別 支 援 学 校 ９９人 ９人 １０８人 

合 計 ９，８８１人 ６，０７６人 １５，９５７人 

※原子力損害賠償紛争審査会（第 14回）資料より作成 



 

ふるさとの再生と帰還にむけて【初動編暫定版】  45 

 

第Ⅰ編 

§３．４ 放射性物質の拡散状況  

３．４．１ 広域的な拡散状況 

福島第１原子力発電所事故においては、原子炉内の圧力を低下させるためのベントや、水素爆発

によって、多量の放射性物質が大気中に放出され、広範囲にわたり拡散しました。 

福島第１原発の水素爆発の映像や、その後の空間線量率のモニタリングデータ及び除染に関する

報道などによって、“福島県＝放射能汚染“というステレオタイプ（画一的な見方）ができあがってしま

いましたが、航空機モニタリング結果からみれば、会津や中通り南東部及びいわきの空間線量率は、

他の地域と同程度であるといえます。 

 

 

図Ⅰ-29 東日本の空間線量率とセシウムの地表面沈着量 
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３．４．２ 福島県内における放射性物質の拡散状況 

福島県内において放射性物質は、福島第１原発から北西方向へ拡散し、高線量地域が分布し

ています。  

文部科学省が公表している平成２３年５月作成と平成２４年１月作成の積算線量推定マップを比

較すると、やや高線量地域が縮小しているのが確認できます。 

これは、放射性物質の物理的減衰及びウェザリング効果（風雨などの自然要因による減衰）によ

り、経時的に空間線量率が変化していることが影響しています。 

 

 

図Ⅰ-30 積算線量推定マップにみる経時的変化 
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３．４．３ 原発事故直後における放射性物質の降下による影響 

このように、原子力発電所事故に伴い大気中に放射性物質が放出されたことにより、生活環境へ

の影響だけではなく、住民の中には、避難時などに被ばくされた方も出ています。 

なお、政府の東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会  中間報告書

等によれば、平成 23年 5月 31 日までの間のスクリーニングで、全身除染が必要になった方

が 102名おりましたが、除染後に問題のないレベルまで低下しているとのことでした。 

 

表Ⅰ-19 周辺住民等のスクリーニング結果 

 
区  分 該当者数 対 応 備 考 

① 13,000cpm未満 194,351人※1 －  

② 13,000以上 100,000cpm未満 901人※2 部分的な拭取り 集計時点不明 

③ 100,000cpm以上 102人※3 全身除染 H23.5.31時点 

④ 合  計 195,354人※3  H23.5.31時点 

※1 13,000cpm未満については、合計値からの②及び③を差し引いて算出（①＝④-③-②） 

※2 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会中間報告 p.306による 

※3 原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会被ばく医療分科会第２７回会合配付資料 医分第 27-2-1号による 

 

 

写真Ⅰ-16 スクリーニング状況（相双保健福祉事務所） 

H23.4.21 撮影 
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第２章 東日本大震災に伴い発生した被害の状況 

第１節 福島県内の主な被害 

§１．１ 県内の主な被害 

 今般の震災の特徴として、かつてない大津波の襲来を受けた沿岸部の凄惨な状況が多く報道された

ことに加え、原子力発電所事故によって、浜通りが被災地の代名詞的な存在となっていますが、震度６

強を観測した中通りでも、地震動による灌漑用ダムの決壊や地すべりの発生など、大きな被害が発生し

ています。 

 

図Ⅰ-31 県内の震度分布と主な被害 
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§１．２  一般被害 

 １．２．１ 人的被害 

平成２３年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報  （第５１９報）〔福島県災害対策本部 平成

２４年２月２０日現在〕によると、余震も含めた福島県内の死者・行方不明者は、１，９９１人に達しており

ます。 

このうち、死者・行方不明者全体の約９８％に当たる１，９５７人もの被害が浜通りに集中していること

からも、津波による被害の大きさが現れています。 

なお、表Ⅰ-20～Ⅰ-22に示す市町村別の人的被害者数は、必ずしも被災場所と一致しません。 

 

 

表Ⅰ-20 福島県内における人的被害（中通り） 

市町村名 死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 小計 

福 島 市 ３人 － ２人 １７人 ２２人 

二 本 松 市 － － － ３人 ３人 

伊 達 市 － － － ３人 ３人 

国 見 町 － － － ２０人 ２０人 

桑 折 町 － － － １人 １人 

郡 山 市 １人 － ２人 ２人 ５人 

須 賀 川 市 １０人 １人 － １人 １２人 

田 村 市 １人 － １人 ４人 ６人 

鏡 石 町 － － － ２人 ２人 

天 栄 村 － － ２人 １人 ３人 

石 川 町 １人 － － ４人 ５人 

玉 川 村 － － － ３人 ３人 

浅 川 町 － － － ３人 ３人 

三 春 町 １人 － － ２人 ３人 

白 河 市 １２人 － － ２人 １４人 

西 郷 村 ３人 － － ４人 ７人 

矢 吹 町 － － １人 ６人 ７人 

中 通 り 計 ３２人 １人 ８人 ７８人 １１９人 
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表Ⅰ-21 福島県内の人的被害（会津） 

市町村名 死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 小計 

会 津 若 松 市 １人 － － ６人 ７人 

会 津 坂 下 町 － － － １人 １人 

会 津 美 里 町 － － － １人 １人 

磐 梯 町 － － － １人 １人 

猪 苗 代 町 － － － １人 １人 

南 会 津 町 － － １人 － １人 

会 津 計 １人 － １人 １０人 １２人 

 

 

 

 

表Ⅰ-22 福島県内の人的被害（浜通り・県内合計） 

市町村 死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 小計 

相 馬 市 ４５８人 － ４人 ７人 ４６９人 

南 相 馬 市 ６３１人 ７人 ２人 ５７人 ６９７人 

広 野 町 ２人 １人 － － ３人 

楢 葉 町 ３３人 － ２人 ３人 ３８人 

富 岡 町 ６９人 ４人 － － ７３人 

大 熊 町 ４４人 １人 － － ４５人 

川 内 村 － － － １人 １人 

双 葉 町 ５３人 １人 － １人 ５５人 

浪 江 町 １８１人 ３人 － － １８４人 

葛 尾 村 ７人 － － － ７人 

新 地 町 １１４人 － － ３人 １１７人 

飯 舘 村 １人 － － １人 ２人 

い わ き 市 ３１０人 ３７人 ３人 １人 ３５１人 

浜 通 り 計 １，９０３人 ５４人 １１人 ７４人 ２，０４２人 

県 内 合 計 １，９３６人 ５５人 ２０人 １６２人 ２，１７３人 
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 １．２．２ 住家被害 

平成２３年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報  （第５１９報）〔福島県災害対策本部 平成

２４年２月２０日現在〕によると、余震も含めた県内の住家被害は、全体で２３２，２０５棟に上り、このうち、

約５４％の１２６，０７７棟が中通りでの被害であったことからも、地震の強さを物語っているといえます。 

表Ⅰ-23 福島県内の住家被害（中通り） 

市町村名  全壊棟数 半壊棟数 一部損壊 床上浸水 床下浸水 小計 

福 島 市 １８４  ３，４１６  ４，９３６  －  －  ８，５３６  

二 本 松 市 １０  ３８２  ４，８１８  －  －  ５，２１０  

伊 達 市 ２５  ２１５  ８，０６７  －  －  ８，３０７  

本 宮 市 １３  １１７  ２，５５７  －  －  ２，６８７  

国 見 町 １１４  ４３  ３５７  －  －  ５１４  

桑 折 町 ４９  １７０  １，０８２  －  －  １，３０１  

川 俣 町 ２８  ２２  ７８２  －  －  ８３２  

大 玉 村 ２  １０  ３２４  －  －  ３３６  

郡 山 市 ２，２７８  １８，４４７  ３１，８５５  －  －  ５２，５８０  

須 賀 川 市 １，０８２  ３，４０９  １０，２４７  ３２※  ３０※  １４，８００  

田 村 市 １４  １６０  ２，７９０  －  －  ２，９６４  

鏡 石 町 １７１  ７４６  １，５８６  －  －  ２，５０３  

天 栄 村 ５３  １０７  １，３３４  －  －  １，４９４  

石 川 町 １  ２８  ２，５６７  －  －  ２，５９６  

玉 川 村 －  ４２  ６６５  －  －  ７０７  

平 田 村 １  １１  ４０１  －  －  ４１３  

浅 川 町 －  １  ５７０  －  －  ５７１  

古 殿 町 －  ２８  ６４４  －  －  ６７２  

三 春 町 ３０  １５３  １，０４８  －  －  １，２３１  

小 野 町 ４  ４０  ９９３  －  －  １，０３７  

白 河 市 ２３５  １，７０２  ６，１３８  －  －  ８，０７５  

西 郷 村 ９２  ２９８  １，７６６  －  －  ２，１５６  

泉 崎 村 ４６  ２５２  ５０７  －  －  ８０５  

中 島 村 １１  １８  ９５７  －  －  ９８６  

矢 吹 町 ２８８  １，５１５  １，６６６  －  －  ３，４６９  

棚 倉 町 １  ２４  ５９４  －  －  ６１９  

矢 祭 町 －  ５７  ２３０  －  －  ２８７  

塙 町 －  －  ２７０  －  －  ２７０  

鮫 川 村 －  ７  １１２  －  －  １１９  

中 通 り 計 ４，７３２  ３１，４２０  ８９，８６３  ３２  ３０  １２６，０７７  

※藤沼湖の決壊によるもの 
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表Ⅰ-24 福島県内の住家被害（会津） 

市町村名  全壊棟数 半壊棟数 一部損壊 床上浸水 床下浸水 小計 

会津若松市 ４  ５７  ４，４３４  － － ４，４９５  

猪 苗 代 町 １８  ６３  ６６６  － － ７４７  

会津坂下町 ２  ７  ３２  － － ４１  

湯 川 村 － ３  ３９  － － ４２  

会津美里町 － ２  ２９１  － － ２９３  

会 津 小 計 ２４  １３２  ５，４６２  ０  ０  ５，６１８  

 

表Ⅰ-25 福島県内の住家被害（浜通り・県内合計） 

市町村名  全壊棟数 半壊棟数 一部損壊 床上浸水 床下浸水 小計 

相 馬 市 １，００１  ７６８  ３，２９６  － － ５，０６５  

南 相 馬 市 ５，４３２  １，３０６  ２，２３２  ９９１  ３０８  １０，２６９  

広 野 町 不明 不明 不明 ３０  －  ３０  

楢 葉 町 ５０  － － － － ５０  

大 熊 町 ３０  － － － － ３０  

双 葉 町 ７８  ５  － － － ８３  

川 内 村 １  ２０８  ７２  － － ２８１  

浪 江 町 ６１３  １  － － ２  ６１６  

葛 尾 村 －  １  ４１  － － ４２  

新 地 町 ４３９  １２７  ６５１  － － １，２１７  

い わ き 市 ７，６８４  ３０，４７７  ４４，６６６  － － ８２，８２７  

浜通 り小計 １５，３２８  ３２，８９３  ５０，９５８  １，０２１  ３１０  １００，５１０  

県 内 合 計 ２０，０８４  ６４，４４５  １４６，２８３  １，０５３  ３４０  ２３２，２０５  

 

 

写真Ⅰ-17 住家被害の例（鏡石町小栗山字鬼熊地内） 
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写真Ⅰ-18 津波襲来後の火災発生状況（相馬市付近） 

 

 

写真Ⅰ-19 津波による住家被災状況（新地町） 

  

平成 23年 3月 11日撮影 

平成 23 年 3 月 27 日撮影 

提供：陸上自衛隊第５施設団 
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§１．３  公共土木施設の被害 

１．３．１ 主要道路の通行止め 

 今般の震災では、県管理道路以外でも、福島県内の東北自動車道、磐越自動車道、常磐自動車道、

国道４号、国道６号などでも盛土の崩壊などの被害が発生しました。 

 このため、首都圏などから広域支援を受入れ、福島以北の被災地域への緊急輸送・救援を行ううえで、

被災地に入るための第一関門となった福島県内の道路の復旧は、最優先の課題でした。 

これに対し、各道路管理者が情報共有と適切な迂回路の設定を進めるとともに、被災箇所の応急復

旧に総力を挙げて取り組みました。 

 特に、陸上における救援・緊急輸送の基幹となる高速道路については、東日本高速道路株式会社グ

ループが総力結集して応急復旧に取り組み、発災翌日の 12 日 11:00 には、応急対策を実施して警察

庁より緊急交通路指定（災害対策基本法第 76条第 1項）を受け、自衛隊や救助関係車両などに限定し

て開放しました。 

 

 

 

  

図Ⅰ-32 東北地方太平洋沖地震による通行止箇所図 
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１．３．２ 県・市町村管理公共土木施設の被害報告額 

 平成２３年は、東日本大震災を含め、平成２３年７月新潟・福島豪雨、台風１５号と大きな３つの災害

が発生し、その被害は、５，８６０件 ３，３４６億円（被害報告額ベース）に上ります。 

 このうち、東日本大震災による被害は、金額ベースで全体の９４．８％にあたる３，１６２億円に達し、

その約９割が浜通りの被害であることからも、未曾有の津波災害であったことがわかります。 

 なお、東日本大震災の被害報告額のうち、警戒区域内の被害については、航空写真等からの推計

被害額を計上しています。 

 

図Ⅰ-33 平成２３年大規模災害の県・市町村管理公共土木施設の被害報告額 

 

 

写真Ⅰ-20 津波による湛水状況（浪江町請戸付近） 

提供：陸上自衛隊福島駐屯地 

平成 23年 3月 12 日撮影 
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第２節 県土木部管理施設における被害状況 

§２．１ 本震による被害（原発事故による警戒区域を除く） 

今般の震災では、未曾有の大津波によって、浜通りの沿岸部において、多くの住民の生命・財産とと

もに、公共土木施設のみならず、教育施設や農林水産関係施設等の公共施設を一瞬にして飲み込み、

沿岸地域において面的に甚大な被害をもたらしました。 

また、中通りや会津では、地震動により多くの住家が被災するとともに、道路や自然斜面の崩壊など、

公共土木施設にも大きな被害が発生しています。 

このうち、県土木部が管理する施設の被害状況を以下に示します。 

 

２．１．１ 浜通り 

（１） 浜通り沿岸部の被災直後の状況 

 

写真Ⅰ-21 津波襲来直後の湛水状況（南相馬市小高区付近） 

 

 

写真Ⅰ-22 津波により破堤した海岸施設 

平成 23年 3月 11日撮影 

平成 23年 3月 11日撮影 
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写真Ⅰ-23 津波襲来後の状況（相馬港付近） 

 

 

写真Ⅰ-24 津波襲来後の状況（南相馬市鹿島区 真野川河口付近） 

 

平成 2 3 年 3 月 1 2 日撮影 

提供：陸上自衛隊福島駐屯地 

平成 2 3 年 3 月 1 2 日撮影 

提供：陸上自衛隊福島駐屯地 
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写真Ⅰ-25 津波襲来後の状況（南相馬市原町区 新田川河口付近） 

 

 

写真Ⅰ-26 津波襲来後の状況（浪江町請戸 請戸橋付近） 

  

平成 2 3 年 3 月 1 2 日撮影 

提供：陸上自衛隊福島駐屯地 

平成 2 3 年 3 月 1 2 日撮影 

提供：陸上自衛隊福島駐屯地 
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（２） 浜通りの主な被災状況と復旧の状況 

Ａ）  道 路・橋 梁 

 

写真Ⅰ-27 （主）相馬亘理線 釣師橋（新地町） 

 

 

写真Ⅰ-28 （主）相馬亘理線 曙橋（新地町） 

 

 

写真Ⅰ-29 （主）相馬亘理線（相馬市原釜地内） 

平成 23年 4月 1日撮影 平成 23年 4月 11日 

応 急 復 旧 完 了 

 

平成 23年 12月 1日撮影 

平成 23年 3月 22日撮影 

平成 23年 3月 22日撮影 
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写真Ⅰ-30 （主）原町海老相馬線 上立切橋（南相馬市蒲庭地内） 

 

 

 

写真Ⅰ-31 （一）日立いわき線 植田跨線橋 

 

  

平成 23年 4月 6日撮影 平成 23年 5月 13日緊急措置完了 

（陸上自衛隊による仮橋架設） 

平成 23年 12月 1日 

応 急 復 旧 完 了 
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Ｂ）  河川・砂防 

 

写真Ⅰ-32 砂子田川 （新地町埒木崎地内） 

 

 

写真Ⅰ-33 新田川 （南相馬市原町区北泉地内） 

 

 

写真Ⅰ-34 末続川 （いわき市久之浜町末続地内） 
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写真Ⅰ-35 神白川 （いわき市小名浜下神白地内） 

 

  

平成 23年 8月 16日撮影 

応 急 復 旧 状 況 
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Ｃ） 海岸 

 

写真Ⅰ-36 渋佐萱浜海岸の被害状況 

 

 

 

 

写真Ⅰ-37 木崎海岸の被害状況 

 

 

 

 

写真Ⅰ-38 岩間･佐糠地区海岸の被害状況 
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Ｄ） 港湾・漁港 

 

写真Ⅰ-39 小名浜港大剣ふ頭の被害状況 

 

 

 

写真Ⅰ-40 小名浜港藤原ふ頭の被害状況 

 

 

 

写真Ⅰ-41 小名浜港２号ふ頭の被災状況 

 

 

緊急措置完了 

（陸上自衛隊による応急復旧） 

平成 23年 6月 28日撮影 
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写真Ⅰ-42 相馬港２号ふ頭の被害状況 

 

写真Ⅰ-43 松川浦漁港の被害状況 

 

写真Ⅰ-44 釣師浜漁港の被害概況  
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２．１．２ 中通り 

（１） 中通りの被災状況と復旧の状況 

Ａ）  道 路・橋 梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅰ-45 白石国見線（国見町大字小坂字畑ホコ地内） 

 

平成 23年 4月 1日撮影 平成 23年 4月 29日 

応急復旧完了 

本復旧作業状況 
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写真Ⅰ-46 磐梯熱海停車場線（郡山市熱海町安子島字大沢地内） 

 

 

写真Ⅰ-47 白河羽鳥線（西郷村羽太地内） 

 

 

 

 

 

平成 23年 4月 4日撮影 平成 23年 4月 9日撮影 

応急復旧完了 

平成 23年 3月 12日撮影 

平成 23年 12月 22日 

応急復旧完了 

平成 23年 12月 2日撮影 

本復旧完了 

平成 24年 3月 21日撮影 
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B）  河川・砂防 

 

  

写真Ⅰ-48 簀子川（須賀川市長沼字子ツ子橋地内） 

※決壊した藤沼ダム（灌漑）の下流にある河川（砂防指定） 

 

 

写真Ⅰ-49 逢瀬川（郡山市片平町字中川原南地内） 

 

 

写真Ⅰ-50 葉ノ木平地区〔地すべり〕（白河市葉ノ木平地内） 

 

旧作業中 

平成 23年 3月 20日撮影 平成 24年 3月 13日撮影 

本復旧完了 

平成 23年 9月 20日撮影 平成 24年 2月 27日撮影 

本復旧完了 
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写真Ⅰ-51 須賀川市木之崎 

 

 

C）  沿道建築物等の被害 

 

 

写真Ⅰ-52 郡山湖南線（郡山市麓山地内） 

 

     

写真Ⅰ-53 須賀川二本松線（郡山市中町地内） 

 

平成 24年 3月 21日撮影 

平成 24年 3月 21日撮影 
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写真Ⅰ-54 須賀川二本松線（郡山市小原田地内） 

  

平成 24年 3月 21日撮影 
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２．１．３ 会津 

（１） 会津の被災状況と復旧の状況 

Ａ）  道 路・橋 梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅰ-55 国道４５９号（猪苗代町） 

 

  

平成 23年 3月 28日撮影 

平成 23年 5月 2日 

応急本工事完了 

平成 23年 7月 15日 

利用状況 
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§２．２ 余震による被害（原発事故による警戒区域を除く） 

今般の東日本大震災では、本震に誘発され、平成２３年４月末までに震度４以上の地震が８１回発

生しており、このうち震度５弱以上の地震は１６回でした。 

また、平成２３年４月１１日に発生した浜通り南部を震源とする余震による法面崩壊等によって、死

傷者が発生する事態となりました。 

この余震は、県土木部の所管施設でも、（主）いわき石川線で道路法面崩壊に巻き込まれ１名が死

亡する痛ましい事態となりました。 

発生した余震を代表し、以下に平成２３年４月１１日に発生した余震による主な土木部所管施設等

の被害状況を示します。 

 

２．２．１ 浜通り 

（１） 浜通りの被災直後の状況 

 

写真Ⅰ-56 常磐自動車道（いわき勿来 IC～いわき湯本 IC 間） 

 

写真Ⅰ-57 常磐自動車道 158.3kp 付近（下り線） 

提供：東日本高速道路株式会社 提供：東日本高速道路株式会社 
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写真Ⅰ-58 （主)いわき石川線の被害状況［いわき市渡辺町上釜戸］ 

 

 

写真Ⅰ-59 （主)いわき石川線の被害状況［いわき市渡辺町上釜戸］【拡大】 
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（２） 浜通りの被災状況と復旧の状況 

Ａ）  道 路・橋 梁 

 

 

写真Ⅰ-60 (主)いわき石川線の被害状況［いわき市田人町石住］ 

 

 

 

写真Ⅰ-61 （主)いわき石川線の被害状況［いわき市渡辺町上釜戸］ 

  

平成 23年 6月 20日撮影 平成 23年 9月 20日 

応急復旧完了 

平成 23年 4月 12日撮影 平成 23年 8月 31日 

応急復旧完了 
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§２．３ 原発事故による警戒区域内の状況 

原発事故に伴う警戒区域内については、地震発生当日から避難指示が急速に拡大されていったこ

とに加え、放射能汚染の影響から災害復旧のための調査にも法的な制約を受けています。 

そのため、平成２４年３月現在、警戒区域内の災害復旧に向け、比較的放射線量の低い区域から

順次、災害調査を進めているところです。 

なお、道路の段差解消や堤防被災箇所の補強など、緊急的対応が必要な施設の応急復旧につい

ては、行方不明者の捜索活動や避難住民のマイカー一時帰宅に合わせて実施しています。 

 

２．３．１ 警戒区域内 

（１） 警戒区域内の被災状況 

 

写真Ⅰ-62 宮田川河口方向を望む（南相馬市小高区） 

 

 

写真Ⅰ-63 請戸川河口方向を望む（浪江町請戸地内） 

 

平成 2 3 年 6 月 8 日撮影 

提供：陸上自衛隊第 6 師団 

平成 2 3 年 6 月 8 日撮影 

提供：陸上自衛隊第 6 師団 
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写真Ⅰ-64 熊川河口付近（大熊町） 

 

写真Ⅰ-65 富岡漁港付近（富岡町） 

 

写真Ⅰ-66 毛萱海岸付近（富岡町） 

 

平成 2 3 年 5 月 2 5 日撮影 

提供：陸上自衛隊第 6 師団 

平成 2 3 年 5 月 2 5 日撮影 

提供：陸上自衛隊第 6 師団 

平成 2 3 年 5 月 2 5 日撮影 

提供：陸上自衛隊第 6 師団 
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（２） 道路・橋梁 

 

写真Ⅰ-67 北泉小高線（南相馬市小高区） 

 

写真Ⅰ-68 相馬浪江線（南相馬市小高区） 

 

写真Ⅰ-69 幾世橋小高線（南相馬市小高区） 
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写真Ⅰ-70 井出長塚線（双葉町） 

 

 

写真Ⅰ-71 国道 288 号（双葉町前田） 

 

写真Ⅰ-72 夫沢大野停車場線（大熊町） 
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写真Ⅰ-73 広野小高線（大熊町熊川付近） 

 

 

写真Ⅰ-74 広野小高線 子安橋（富岡町） 

 

 

写真Ⅰ-75 いわき浪江線（楢葉町上小塙地内） 
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（３） 河川・砂防 

 

 

写真Ⅰ-76 宮田川（南相馬市小高区） 

 

 

 

 

 

写真Ⅰ-77 小高川（南相馬市小高区） 
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写真Ⅰ-78 請戸川河口付近（浪江町請戸地区） 

 

 

 

 

写真Ⅰ-79 前田川（双葉町前田地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 3 年 7 月 2 8 日撮影 

JR 東日本による橋梁撤去作業 
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写真Ⅰ-80 前田川砂防ダム（双葉町前田） 
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第３節 県土木部関係庁舎の主な被害状況 

§３．１ 本震による被害（原発事故による警戒区域を除く） 

今般の震災では、県庁本庁舎、西庁舎をはじめとして、土木部関連機関を収容する庁舎が被災し、

使用不能もしくは、一時使用制限となりました。 

これにより、被災した機関は、災害対応拠点を移設するなど著しく制約を受けた環境下での初動対

応となりました。 

土木部関係庁舎の被災状況を以下に示します。 

 

３．１．１ 浜通り 

（１） 相馬港湾建設事務所の被災直後の状況 

 

写真Ⅰ-81 津波で被災した相馬港湾建設事務所 

 

写真Ⅰ-82 相馬港湾建設事務所の内部 
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写真Ⅰ-83 相馬港湾建設事務所敷地内 

 

 

 

写真Ⅰ-84 相馬港湾建設事務所敷地内  
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（２） 小名浜港湾建設事務所の被災直後の状況 

 

写真Ⅰ-85 被災後の小名浜港湾建設事務所（全景） 

 

 

 

写真Ⅰ-86 被災した小名浜港湾建設事務所の内部 
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３．１．２ 中通り 

（１） 県中建設事務所の被災直後の状況 

 

写真Ⅰ-87 被災した県中建設事務所（全景） 

 

写真Ⅰ-88 被災箇所拡大 

 

写真Ⅰ-89 被災直後の所内の状況 
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第Ⅱ編 東日本大震災への福島県土木部の対応 

第１章 土木部の災害対処方針と災害対処体制 

第１節  災害対処体制と基本方針 

§１．１ 福島県災害対策本部の組織 

福島県において東日本大震災は、地震・津波災害と原発事故の２つの事象が同時進行する複合

災害となり、県内の各行政機関は、二正面での対応を求められました。 

この対応にあたり、地域防災計画「震災対策編」及び「原子力災害対策編」の２つの計画を基本とし、

被災地域の状況を迅速且つ的確に把握しながら、臨機に対応することが求められました。 

この二正面での災害対応にあたっては、災害対策本部長たる知事の指揮の下、副本部長たる２名

の副知事が、原子力発電所事故と地震・津波被害をそれぞれ統括する体制で取り組みました。 

この体制による災害対応の指揮系統を大まかにイメージ化すると、下図のようになります。 

 

図Ⅱ-1 県の災害対応における指揮系統のイメージ 
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§１．２  土木部の災害対処の体制と基本方針 

１．２．１ 福島県災害対策本部土木部本部の指揮系統 

東日本大震災により、災害対策基本法に基づく福島県災害対策本部を設置したことに伴い、そ

の一部として、土木部本部を設置して水防本部を統合し、災害対応に取り組んでいます。 

この土木部本部の組織体制は、原発事故による避難指示の拡大など、目紛しく変化する事態に

対して、各部門の役割をしなやかに対応させながら、目前の課題を乗り越えてきました。 

また、今般の震災では、道路や河川港湾といった各実務部門による対応のほか、津波被災地域

での道路啓開や湛水排除など、これまで想定していなかった他機関との緊密な連携が必要となる

大規模な緊急事態応急対策が必要となり、“総合調整班”を臨時に編成して対応にあたりました。 

以下に、概念的に作成した初動期における土木部本部の指揮系統とその役割を示します。 

 

図Ⅱ-2 初動期における土木部本部の指揮系統概念図（初動期） 
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１．２．２ 初動期における土木部の災害対処方針 

土木部本部では、発災当日夜半に津波で全滅した集落があるとの情報を受け、以降、沿岸部に主

眼を置いた情報収集体制を敷いていました。 

 また、国土交通省東北地方整備局へ要請し、翌 12日 06:00に、防災ヘリ「あぶくま号」による沿岸区

域の撮影を実施するなど、逐次、迅速な情報収集による被害の全容把握に取り組みました。 

 これら情報収集の成果を踏まえ、土木部では、人命及び被災者支援を最優先とし、12日 22:30に初

動期における以下の基本方針を決定しました。 

 加えて、3月 14日には、各出先機関及び(社)福島県建設産業団体連合会等を通じて、土木部発注

の全工事中止を通知するなど、県内建設関連業界へ対して実質的な“緊急事態宣言”を発し、建設

業界と一丸となって、災害対応の迅速化に取り組みました。 

 

 

 

図Ⅱ-3 初動期における土木部の基本方針 
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１．２．３ 初動期における土木部の渉外体制 

（１） 土木部本部と関係機関との連絡・調整 

東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、福島県災害対策本部を設置したことに合わせ、直後より、

国土交通省リエゾンとして、国土交通省福島河川国道事務所より職員が派遣されました。 

本来、国土交通省リエゾンについては、県災害対策本部（以下 県災対本部）に配置される予定

でしたが、県災対本部を設置した自治会館にスペースを確保できなかったことから、土木部本部が

受入れることとなりました。 

これにより、東北地方整備局所有の防災ヘリ「みちのく号」による福島県沿岸部の情報収集を要

請して 3月 12日 06:00に撮影した映像を同日 09:00の県災対本部で報告し、災害対策本部員間

で情報を共有するとともに、同日 16:17 には、津波で被災した市町村からのニーズを踏まえ、災害

対策機材として国土交通省へ照明車 32台、排水ポンプ車 1台の派遣要請を行えたことなど、土木

部と緊密な連携がとれたことで、市町村が実施する救助などの緊急事態応急対策支援の迅速化に

大きな役割を果たしました。 

加えて、3月 18日から東日本高速道路株式会社からのリエゾンも受入れることとなりました。 

このように、土木部本部へ公共土木施設を管理する関係機関のリエゾンが配置されたことにより、

住民避難や被災地への広域支援のための情報が効率的に集約され、緊急事態応急対策の円滑

化に大きな効果を発揮しました。 

また、3月 14日に、救援路等の啓開作業や応急復旧支援のため、陸上自衛隊施設部隊の主力

が到着したことに加え、3月 20日には、津波被災地域で行方不明者捜索にあたっている警察等の

関係機関から、県災対本部を通じて、土木部及び農林水産部へ津波による湛水域での排水作業

等の捜索支援の要請がありました。 

この要請を受け、原発事故による避難指示により、津波被災地域での建設業の活動にも影響が

生じている状況を踏まえ、土木部及び農林水産部、国土交通省、陸上自衛隊施設部隊が連携して

行方不明者捜索活動等の支援を実施することとなりました。 

そのため、行方不明者捜索支援など緊急事態応急対策の円滑化を目的に、現地の状況を日々

把握し、陸上自衛隊の部隊運用と密接な連携を保ちつつ、現地での資機材の調達や作業を効率

的に進めるため、土木部本部内に総合調整班を臨時に編成して関係機関との連絡・調整にあたり

ました。 

 

写真Ⅱ-1 捜索支援に係る打合せの一場面  
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（２） 初動期における被災者等への情報提供 

東日本大震災では、広範囲で甚大な津波被害により、初動の現地状況把握において航空機か

らの映像・写真を用いるしかない状況であることに加え、原発事故に伴う避難指示によって状況の

把握は困難を極めました。 

この間、土木部では、燃料の不足により活動が制約されつつある中、国土交通省と緊密な連絡

をとりながら、地元建設企業と一体となって、富岡町周辺を中心に、避難路ネットワークの構築のた

めの緊急事態応急対策に取り組んでいたところですが、福島第１原発から 20ｋｍ圏内へ避難指示

が拡大し、20～30km圏内へ屋内退避が指示されたことにより、作業中止を余儀なくされました。 

しかし、避難指示範囲が拡大し、被災地が混乱する中、対象市町村の避難を最大限支援するた

め、土木部本部が集約した周辺道路に関する情報を電話・FAX等により市町村へ提供しました。 

また、一般の方へ向けた情報提供にあたっては、ある程度の情報集約が図れた 3月 11日 22:15

頃より県災対本部を通じての情報提供を行うとともに、主要道路の通行止め箇所図や福島空港か

ら県内避難所までの通行可能経路図などを 12日 14:00頃よりホームページによる情報提供をはじ

めました。 

加えて、道路や河川など、それぞれに設置されていた一般向けの問合せ窓口を「県が管理する

道路など土木施設に関すること」の問合せ窓口として、14 日より土木部企画主幹席に集約してワン

ストップ化を図りました。 

また、23 日には、「被災者住宅入居相談窓口専用ダイヤル」を建築住宅課内に設置し、被災者

への情報提供や相談体制の強化に取り組みました。 

 

図Ⅱ-4 ホームページに掲載した主要道路規制状況  
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１．２．４  土木部の災害対応拠点及び情報連絡体制の確保 

（１） 通信手段の確保状況 

 土木部では、東日本大震災発生以前より、平成16年10月に発生した中越地震経験を踏まえて、

大規模災害に対するリスク管理体制の強化のため、平成 20 年度に土木企画課内に防災担当を新

設し、災害時優先電話の再配置や大規模災害を前提としたロールプレイ訓練の実施などに取組ん

できました。 

 今般の東日本大震災では、土木部本部も含め庁舎の被災等によって、災害対応拠点を移設して

対応することとなった機関が存在したことに加え、発災直後から携帯電話等の通信手段で発信が

規制され、情報収集や緊急事態応急対策の指示などの初動対応に大きな制約を受けましたが、事

前に配備していた災害時優先携帯電話や衛星携帯電話によって、最低限の通信手段を確保でき

たことは、事前の取り組みによる一定の成果と捉えています。 

 また、災害時優先電話の配置台数も制限されていたことから、情報を確実に伝えるため、職員が

直接、建設企業や関係機関を訪問するなどの対応も合わせて行いました。 

 

表Ⅱ-1 土木部機関の災害対応拠点移設状況 

事 務 所 名 
土木部本部 

（ 県 庁 ） 
県 北 建 設 県 中 建 設 富 岡 土 木 

相 馬 港 湾 

建 設 

小名浜港湾 

建 設 

県 中 流 域 

下水道建設 

被 災 前 
県庁本庁舎 

・西庁舎 

県庁 

東分庁舎 

県中合同庁舎 

北分庁舎 
富岡合同庁舎 単独庁舎 単独庁舎 単独庁舎 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

移設１回目 
中町会館 

(H23.3.11 16:00) 

県 北 保 健 

福祉事務所 

(H23.3.11 15:00) 

神明車庫 

(H23.3.11 16:50) 

広野町役場 

(H23.3.12 07:45) 

相馬市役所 

(H23.3.11 22:43) 

いわき市役所 

小名浜支所 

県 中 浄 化 

セ ン タ ー 

(H23.3.11 18:00) 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

移設２回目 

福 島 市 立 

第一小学校 

(H23.3.11 17:20) 

中町会館 

(H23.3.13 08:30) 

県中合同庁舎 

南 分 庁 舎 

 (H23.3.1316:30) 

い わ き 

建設事務所 

(H23.3.12 10:30) 

相馬生がい 

学習センター 

(H23.3.12 08:30) 

旧 ひ ま わ り 

信 用 金 庫 

本 町 支 店 

(H23.4.11 08:30) 

単独庁舎 

(H23.3.17 08:30) 

※被災前と同じ 

 ↓  ↓  ↓   

移設３回目 
中町会館 

(H23.3.12 11:30) 
 

山相郡山ビル 

 (H23.6.1 08:30) 
 

相馬市振興 

公社駅 ビル 

(H23.4.4 08:30) 

  

 ↓       

移設４回目 

県庁本庁舎 

・西庁舎 

(H23.4.4 17:00) 
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表Ⅱ-2 災害時優先電話等の確保状況 

 
再配備完了時点 

 
震災初動対応時点 

増減 

（使用不能） 
備考 

災害時優先電話（一般） ８１回線 → ６４回線 （１７回線） H22.9再配置完了 

災害時優先電話（携帯） ４３回線 → ４３回線 － H22.7再配置完了 

衛 星 携 帯 電 話 ※ ２１回線 → １９回線 （２回線） H18.3再配置完了 

※使用不能となった２回線については、津波被害による機器の流出・損傷 
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１．２．５  緊急事態応急対策のための資機材・燃料等の確保 

（１） 緊急交通路指定への対応 

 東日本大震災の発生に伴い、応急対策を実施した東北自動車道、常磐自動車道及び磐越自動

車道等の一部区間を対象として、発災翌日の 3月 12日 １１：００に、警察庁より災害対策基本法第

76条第 1項に基づく緊急交通路に指定されました。 

 

 

～ 福島県内に係る緊急交通路指定区間の変遷～ 

３月１２日 １１：００ 緊急交通路指定 

 東北自動車道 浦和 IC～碇ヶ関 IC 

 常磐自動車道 三郷 JCT～いわき中央 IC 

 磐越自動車道 津川 IC～いわき JCT 

 

３月１５日 ０９：００ 緊急交通路指定 

 あぶくま高原道路 福島空港 IC～小野 IC 

 

３月１６日 ０６：００ 一部指定解除 

 常磐自動車道 水戸 IC～いわき中央 ICに変更 

 

３月１９日 １２：００ 一部指定解除 

 東北自動車道 宇都宮 IC～碇ヶ関 IC 

 

３月２１日 １０：００ 一部指定解除 

 常磐自動車道 いわき中央 IC～富岡 IC 

 

３月２２日 １０：００ 道路交通法による交通規制へ切替え 

大型自動車（大型バス、大型貨物等）の通行規制解除 

東北自動車道 一関 IC以北の通行規制を解除 

 

３月２４日 ０６：００ 交通規制の全面解除 

 東北自動車道 全線 

 磐越自動車道 全線 
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図Ⅱ-5 緊急通行に係る交通規制の変遷（警察庁ホームページ掲載資料より） 

 

 

 これにより、当該区間の通行は、“緊急通行車両確認標章”（以下 確認標章）の交付を受けた車

両のみに限定されることとなりました。 

 そのため、土木部でも津波被災地域以外からの広域支援を実施するため、県災害対策本部事務

局の指示従い、3 月 17 日までに出先機関に照会し、災害対策関係車両を一括して確認標章の交

付手続きが完了しました。 

しかし、確認標章の不正利用が発覚し、19 日 11:00 にこれまで発行されていた確認標章が全て

無効となり、 結果として、最寄り警察署で再度手続きが必要となりました。 

このことから、今後、大規模災害に対するリスク管理を進めるうえで、緊急通行車両等の事前届

出制度を有効活用することが必要といえます。 

 なお、確認標章の交付対象となる条件は、以下の①のとおりですが、東日本大震災では、交付手

続きの円滑化のため、警察庁より②のとおり対象を明確化した指示が出されています。 
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① 緊急通行車両確認標章の交付対象（災害対策基本法） 

ア  警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項  

イ  消防、水防その他の応急措置に関する事項  

ウ  被災者の救難、救助その他保護に関する事項  

エ  災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項  

オ  施設及び設備の応急の復旧に関する事項  

カ  清掃、防疫その他の保険衛生に関する事項  

キ  犯罪の予防、交通の規制その他災害地における交通秩序の維持に関する事項  

ク  緊急輸送の確保に関する事項  

ケ  その他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項 

 

② 警察庁が円滑かつ的確な交付を指示したもの 

ア  政府の緊急物資輸送への協力  

イ  医薬品、医療機器等の輸送  

ウ  医師、歯科医師  

エ  企業等による食料品・生活用品・燃料の輸送（タンクローリーについては ICでも交付）  

オ  災害応急対策のため被災地に向かう建設業者  

カ  応急仮設住宅の建設及び建設準備  

キ  高速バス  

ク  霊柩車  

ケ  家畜の飼料の輸送  

コ  金融機関等の現金輸送車  

サ  道路啓開用車両  

シ  患者等搬送車両  

ス  地震保険の保険金支払いに必要な調査のための車両 

 

 

写真Ⅱ-2 緊急通行車両確認標章 
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（２） 緊急事態応急対策に係る燃料の確保 

 東日本大震災では、甚大な地震・津波災害により、被災地までの広域輸送ネットワークが寸断さ

れたことに加え、沿岸部の製油・貯油施設が被災しました。 

このため、初動期には、時間の経過とともに被災地への燃料供給が困難を極め、給油可能なガ

ソリンスタンドの周辺に給油待ちの渋滞が発生している状況でした。 

 特に福島県内では、原発事故による放射能への不安もあって、民間事業者から浜通りへの燃料・

物資の輸送が忌避される傾向にあったこともあり、屋内退避指示区域にあった地域を中心に、深刻

な燃料不足に陥りました。 

 

写真Ⅱ-3 給油待ちにより渋滞する国道 49 号（郡山市内） 

 

そのため津波被災地域では、行政機関等が実施する救助や応急復旧などの緊急事態応急対

策に必要な燃料の確保も困難を極め、燃料を必要とする自治体や建設業者が燃料を自ら受け

取りに行く状況が散見されました。 

土木部では、この燃料不足等が緊急事態応急対策へ及ぼす影響を懸念し、原発事故に伴う

避難経路の確保に係る対応を国土交通省と検討する中で、3月 12日 19:00 に土木部長より国

土交通省を通じて経済産業省へ緊急事態応急対策に必要となる約１ヶ月分の燃料手配を要請

していました。 

また、応急危険度判定士を被災地へ派遣するための燃料確保も困難な状況があり、県災対

本部へ燃料の確保を要請している状況にありました。 

これを受け、翌 13 日には、経済産業省より県災対本部を通じて所要量の照会とともに、

地域配分案を作成して回答し、15 日に管内毎に「災害対応等車両の指定燃料基地」として確

保されました。 

しかし、前出のとおり屋内退避区域及びその周辺地域では、緊急事態応急対策のために確

保された燃料も被災地域へは十分に届かず 19 日 16:00 には、南相馬市でガソリンスタンド

が閉鎖したとの情報が寄せられるなど、原発事故の影響が被災地での活動に大きな影響を落

とし始めていました。 

この状況は、自衛隊による民間燃料輸送車の代行運転が実施されるまで続くこととなり、

その間、緊急事態応急対策に従事する各建設企業は、隣接地域へ自ら燃料を調達しに行くこ

とを余儀なくされました。 

  

H23.3.18 05:51 撮影 
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（３） 緊急事態応急対策に係る資材等の確保 

東日本大震災では、前出の燃料と同様に、応急復旧のための資材調達も困難化し、更には、未

曾有の津波により、沿岸部の道路や海岸堤防が広範に被災し、救援路の確保や降雨等による二次

被害防止のため、早急な応急措置が求められていました。 

そのため、大型土嚢などの大量の建設資材の確保が急務であったことから、喜多方建設事務所

が保有する資材を相双建設事務所へ転用するとともに、発災以前に平成 23 年 3月 22日付け

で災害時応援協定の協定書を取り交わすことで合意していた福島県建材・専門工事業協同組

合へ優先的に資材調達を行うよう支援を要請しました。 

また、緊急事態応急対策に従事する自衛隊からの要請を受け、須賀川土木事務所の保有資

材を提供したほか、警戒区域内での応急対策に必要となる砕石等の資材についても、逐次確

保に努めました。 

なお、福島県建材・専門工事業協同組合との災害時応援協定については、当初予定どおり

3月 22 日付けで協定書を取り交わしました。 

 

表Ⅱ-3 緊急事態応急対策に係る資材の主な調達支援状況 

団体名 
福島県建材・専門工事業 

協 同 組 合 （ 購 入 ） 

喜 多 方 建 設 事 務 所 

（転用） 

須 賀 川 土 木 事 務 所 

（提供） 

提供先 相双建設事務所 相双建設事務所 陸上自衛隊郡山駐屯地 

提供月日 H23.3.23、H23.4.1 H23.3.22 H23.5.2 

大型土のう １，０００ ５００ １５０ 

バリケード ２００ － － 

セーフティコーン ３００ － － 

保安灯 ７００ － － 

土のう － － ７００ 
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（４）  緊急事態応急対策に係る建設機材の確保 

 東日本大震災では、相双管内を中心に建設企業自身が被災者となったことに加え、原発事

故による避難指示等によって、被災地域を一時的に離れるなど、これまで想定してこなかっ

た事態に陥りました。 

 土木部では、沿岸地域にある建設企業自身が被災していることを前提に、被災直後から県

内の建設業関連団体等を通じて、内陸地域の企業へ公共土木施設の緊急措置や応急復旧を目

的とした被災地への派遣を打診しました。 

しかし、災害時応援協定に基づく派遣では、滞在費や重機運搬費の負担方法や契約形態、

加えて、低レベル放射線下の作業に係る安全対策や除染などの課題に直面し、実際に派遣す

るための調整が難航していました。 

この間、被災地域では、第１原発から２０～３０ｋｍ圏への屋内退避指示が発出され、状

況が悪化する一方で、陸上自衛隊施設部隊の主力が到着し、被災地域の建設業と一体となっ

て救助・捜索及び施設の応急復旧を展開しました。 

加えて、発災から日数が経過するにつれ、被災地の燃料が枯渇する一方で、行方不明者捜

索の迅速化を求める声が大きくなっていました。 

そのため、警察、自衛隊が行方不明者捜索に係る投入する部隊を増強したことに伴い、被

災地における建設機械のニーズも著しく増大したため、現地で緊急事態応急対策に従事する

部隊から、地域の建設業だけによる支援の限界を指摘する声が出始めていました。 

 

福島建設工業新聞 

H23.3.16 
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 そのため３月２０日には、県災対本部を通じて、警察より土木部、農林水産部へ行方不明

者捜索に係る建設機械の確保と、津波による湛水地域での排水作業による捜索活動の支援要

請がなされました。 

 これを受け、救助・捜索のための資機材調達を担当する県災対本部住民避難安全班へ土木

部が保有する支援可能な建設機械の情報を提供し、津波湛水地域における救助・捜索と施設

の応急復旧を警察、自衛隊、国土交通省、市町村、福島県がそれぞれの役割分担の下、一体

となって進めることとなりました。 

 

 

図Ⅱ-6 県内における建設企業の広域支援可能建設機械の状況（H23.3.26 時点） 

 

 この救助及び行方不明者捜索支援の実施にあたっては、県災対本部住民避難安全班より

(社)福島県建設業協会、(社)日本建設業連合会へ災害時応援協定に準じて支援を要請するとと

もに、協定を締結していない(社)福島県建設産業団体連合会、県内の林業関係団体へも支援

を要請しました。 

 その結果、警戒区域内での活動も含め、延べ 15,178 台・日の建設機械が全国から集結し、

国土交通省から派遣された排水ポンプ車などの災害対策機材とともに、関係機関が一丸とな

って行方不明者捜索を含む緊急事態応急対策が現地で展開されました。 
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表Ⅱ-4 建設関連団体等による救助活動支援実績（H23.4.11 発生の余震分を含まず） 

    【単位：台・日】 H23.12.1 現在 

団体名 

応援協定 

締結 

の有無 

グラップル

系 
バックホウ クレーン 

ダンプ 

トラック

等 

ガス 

切断機 
合計 

(社)福島県建設産業団体連合会 無 196 23 23 23 37 302 

（うち警戒区域内） 

 

(1) (1) (0) (0) (0) (2) 

(社)福島県建設業協会 有 3,843 231 90 2,644 0 6,808 

（うち警戒区域内） 
 

(3,146) (192) (90) (1,649) (0) (5,077) 

(社)日本建設業連合会 有 3,088 570 0 2,343 0 6,001 

（うち警戒区域内） 

 

(2,961) (368) (0) (1,797) (0) (5,126) 

林業系団体 無 1,518 49 0 500 0 2,067 

（うち警戒区域内） 
 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

合計 

 

8,645 873 113 5,510 37 15,178 

（うち警戒区域内） 
 

(6,108) (561) (90) (3,446) (0) (10,205) 

※救助活動支援に要する費用は有償     
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第２節  東日本大震災からの復旧・復興の基本方針 

§２．１ 県全体の復旧・復興に向けた取り組み方針 

２．１．１ 復興ビジョン 

福島県では、東日本大震災、平成２３年７月新潟・福島豪雨、台風１５号と、平成２３年に立て続け

に発生した一連の災害からの復旧・復興の取り組みを進めるに当たり、復興を目指す期間を１０年と

設定し、平成２３年８月に「福島県復興ビジョン」を策定しました。 

この中で本県の復興は、未曾有の地震・津波災害、原子力災害とそれに伴う風評被害を乗り越え、

その経験から新たな社会の在り方を提示するなど、世界に誇ることができるような復興の姿を目指し、

以下の３つの基本理念の下で取り組むこととしています。 

 

～ 復興ビジョンの３つの基本理念 ～ 

◎ 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり 

◎ ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興 

◎ 誇りあるふるさとの再生 

 

 

図Ⅱ-7 福島県復興ビジョンの概要 
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２．１．２ 福島県復興計画 

福島県では、今後の復興の取り組みを進めるに当たり、福島県復興ビジョンに基づき、今後１０年

間の具体的な取組みや主要な事業を示す「福島県復興計画（第１次）」を平成 23年 12月に策

定しました。 

 

 

図Ⅱ-8 福島県復興計画（第１次）の概要 
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 土木部においても、この福島県復興計画に基づき、平成２４年度は以下の重点プロジェクトに取り

組むこととしております。 

 

(1) 避難住民等の住宅対策 

 応急仮設住宅等を引き続き適切に維持管理するとともに、生活の基盤となる住まいの再建に

ついて、二重ローンへの支援や、復興公営住宅等の供給に向けた対応を進める。 

 

(2) 公共土木施設等の災害復旧 

 東日本大震災における被災については、警戒区域等を除き、地震による道路等の被災箇所

や港湾・漁港の主要な岸壁について、平成２５年度までの復旧完了を図る。また、津波による

海岸堤防等の被災箇所についても本格的な復旧に着手し、平成２７年度までの完了を目指し

て取り組む。 

 警戒区域については、今後、区域の見直しに伴う住民の円滑な帰還に向けて、線量の低い

区域の災害調査に着手する。 

  新潟・福島豪雨及び台風１５号における被災については、改良復旧箇所を除き、平成２５年

度までに復旧完了を図り、県民の暮らしを支える公共土木施設の早期の機能回復に努める。 

 

(3) 復興まちづくりへの支援 

 津波等による被災を受けた市町村が行う、土地区画整理事業や防災集団移転促進事業等

の復興まちづくり計画の策定や事業実施を支援するとともに、市町村と連携して防災緑地の整

備を進め、ソフト・ハードが一体となった災害に強いまちづくりを推進していく。 

 

(4) 県土の復興を支援する、道路ネットワークや物流拠点の整備 

浜通りの復興の基盤となる常磐自動車道や国道６号の早期復旧・整備、復興支援道路とし

ての東北中央自動車道（相馬～福島間）の早期完成、会津地方の広域的な避難や緊急物資

等の輸送を可能にする会津縦貫道の早期整備を促進していく。 

 原町川俣線、国道２８８号、小野富岡線などの東西連携道路や、国道２５２号など災害に強い

道路、相馬亘理線、豊間四倉線など被災地のまちづくり等を支援する道路の整備を推進して

いく。 

 また、国際バルク戦略港湾に選定された小名浜港など、物流拠点の整備を推進していく。 

 

(5) 防災・減災対策や耐震補強など、県全域における安全・安心の確保 

 県全域においても、「ふくしまの新しい県土づくりプラン」を踏まえ、県民生活の安全・安心の

確保を図るため、以下のような施策に取り組む。 

 1)地域と連携した防災・減災への取組み 

 2)緊急輸送路における橋りょう耐震補強 

 3)県民に身近な生活基盤の計画的な維持管理や改善等 
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§２．２ 公共土木施設の災害復旧方針 

土木部では、県土の再生・復興を目指して、福島県復興ビジョン及び復興計画を踏まえながら、公共

土木施設の復旧を以下の期間を目途に進めることとしております。 

① 原形復旧（施設を元の状態に復旧）    ： 概ね３年間 

② 改良復旧（施設の機能向上も含めた復旧）： 概ね５年間 

なお、原発事故に伴う避難区域等での災害復旧の実施にあたっては、警戒区域の見直し等の国方

針や放射線量の推移を注視しながら、順次、災害復旧に着手することとしています。 

 

図Ⅱ-9 県管理公共土木施設災害復旧の見通し 

 

図Ⅱ-10 ステップ２完了を受けた警戒区域内での災害復旧方針  
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§２．３ 県管理公共土木施設の除染基本方針 

県民の生活環境を確保し、県土の再生・復興を進めるうえで、放射性物質の除染という大きな課題に

直面しております。 

この状況を受け、平成 23年 8月 26日に政府の原子力災害対策本部から示された「除染に関する緊

急実施基本方針」を皮切りに、平成２４年１月１日に「放射性物質汚染対処特措法」が全面施行されるな

ど、行政機関の総力を挙げた取組みを進めています。 

 

図Ⅱ-11 放射性物質汚染対処特措法における県の役割の概要 

 

このうち、国の「除染に関する緊急実施基本方針」では、市町村の除染計画策定における技術的助言、

市町村の除染計画の横断的調整が、県の役割とされており、生活環境部除染対策課を中心に取組みが

進められているところです。 

また、この緊急実施基本方針の中では、１～２０mSv/年の地域（警戒区域及び計画的避難区域を除く）

で、道路や河川、公営住宅といった公共施設の管理者へ市町村が策定する除染計画と連携した取組みを

求めており、土木部としても関係市町村と連携しつつ、具体的な方法を試験・検討しながら取組みを進め

ることとしています。 
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図Ⅱ-12 県土木部所管公共施設の除染基本方針 

 

 

図Ⅱ-13 県土木部所管公共施設の除染の実施に係るスキーム 
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第２章 土木部の初動における災害対応 

第１節  緊急措置（フェーズ１） 

§１．１ 緊急措置のための他機関からの支援と連携 

東日本大震災では、土木部が掲げた初動期の基本方針に基づき、緊急措置を実施して救援・救

助のための最低減の施設機能を確保するため、国関係機関や建設業関連団体から多くの支援を受

け、各機関等との密接な連携の下、緊急措置に取り組みました。 

特に、今般の震災では、想定以上の規摸での対応が必要となった津波被災地域における啓開作

業等について、原発事故に伴う避難により低下した地域内の対応力を補完するため、自衛隊施設部

隊、(社)福島県建設業協会及び(社)日本建設業連合会からの多大なる支援を受けて実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-14 湛水域における緊急措置の主な流れ 
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１．１．１  国土交通省 

国土交通省は、“くしの歯”作戦に代表される主要幹線道路の啓開作業のほか、物資の確保

や災害対策機材の派遣など、被災自治体の緊急事態応急対策の支援を実施していました。 

福島県内においても、発災直後に東北地方整備局の防災ヘリによる状況把握や、行方不明者

捜索支援のために実施する湛水域での緊急排水作業へ全国各地から国土交通省が所有する災

害対策機材の派遣を行うなど、土木部と実務的にも密接な連携を保ちながら緊急事態応急対策

にあたりました。 

 

 

写真Ⅱ-4 国土交通省排水ポンプ車による排水状況（警戒区域内） 
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図Ⅱ-15 国土交通省所管災害対策機材の派遣状況 
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１．１．２  東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本） 

東日本高速道路株式会社は、被災地救援のための物資・人員輸送の大動脈となる高速道路の

応急復旧を発災直後より実施し、翌１２日には、警察庁の緊急交通路指定を受けて、他地域か

らの支援物資等を積載した車両や被災地の救援に向かう自衛隊や D-MAT 等の災害対策車両に

限定して高速道路を開放するなど、グループ全社を挙げてその通行を確保しました。 

また、福島県内においては、原発事故に伴う避難が発生する中、福島第１原発から３０ｋｍ

圏との境界付近での国・県道の通行止め措置に必要なバリケード等の規制器材設置に際し、東

日本高速道路株式会社福島管理事務所より支援を受けました。 

 

１．１．３  自衛隊 

防衛省資料によれば、発災当日の１６：４７に、福島県知事から自衛隊へ災害派遣要請を行

い、福島県内の駐屯地から被災地へ部隊が派遣されました。 

これと並行して、防衛大臣より同日１８：００に大規模震災災害派遣命令、１９：３０に原

子力災害派遣命令が自衛隊へ下令され、全国の部隊から約 10 万 7 千人（最大時）が被災地へ

派遣されました。 

これに伴い自衛隊は、３月１４日１１：００に、陸・海・空の三自衛隊の統合運用を行うた

め、災害派遣では初となる災統合任務部隊（ＪＴＦ－東北）を編成し、陸上自衛隊東北方面総

監の指揮の下、東日本大震災の緊急事態応急対策にあたりました。 

福島県内では、発災直後に福島駐屯地及び郡山駐屯地の在郷部隊により白河市や相馬市で救

助活動が展開されていましたが、大規模震災派遣命令を受けて、在郷部隊が宮城県へ進出する

こととなり、その後、福島県内を担任することとなった陸上自衛隊第 12 旅団（群馬県）を主

力とする部隊から救助・捜索や物資輸送、施設の応急復旧等での多大なる支援を頂きました。 

このうち土木部や農林水産部との間では、担任部隊のうち、陸上自衛隊第５施設団（福岡県）

を主力とする土木技術を有した施設部隊により、救援・輸送路確保のための啓開作業や緊急措

置に加え、警戒区域内も含めた行方不明者捜索に係る湛水排除作業やスクリーニングなど、県

と密接に連携しながら事態対処への支援を頂きました。 

特に、津波により落橋した（主）原町海老相馬線 上立切橋においては、救援及び物資輸送

路の円滑化を図るため、自衛隊が保有する仮橋を架橋し、自衛隊撤収後も含めて約７ヶ月にわ

たり福島県へ貸付するという例外的な措置も実施されました。 

加えて、６月末～７月上旬にかけて、公共土木施設の災害復旧のための立入りが法的に規制

されている警戒区域へ被災状況を把握するため、県土木部職員を同行しての調査を実施するな

どの情報収集への支援も頂きました。 
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図Ⅱ-16 自衛隊による緊急措置支援実績（相双管内） 
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図Ⅱ-17 自衛隊による緊急措置支援実績（いわき管内） 



 

ふるさとの再生と帰還にむけて【初動編暫定版】  114 

 

第Ⅱ編 

 

図Ⅱ-18 福島県内で活動した主な部隊（H23.6.18 頃迄） 

 

 

 

写真Ⅱ-5 自衛隊による道路啓開状況（警戒区域内） 

 

提供：陸上自衛隊第 13 旅団 
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写真Ⅱ-6 自衛隊による道路の応急復旧 

 

  

写真Ⅱ-7 自衛隊と地元建設企業による仮締切り作業 

 

 

写真Ⅱ-8 自衛隊による落橋箇所への仮橋架設（上立切橋） 

防衛省・自衛隊ホームページより 
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写真Ⅱ-9 自衛隊に同行した警戒区域内の被災概況調査 

 

 

図Ⅱ-19 自衛隊との警戒区域内同行調査による成果（H23.7 月上旬作成） 
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１．１．４  建設業関連団体 

東日本大震災の発生以前及び発災直後迄に、建設業に係る１６団体と福島県土木部の間で１

７件の災害時応援協定を締結していました。 

今般の東日本大震災では、このうち１４団体に対して協定に基づく応援を要請しました。 

 

表Ⅱ-5 東日本大震災における災害時応援協定に基づく応援実績 

相手方（乙又は丙側） 応援実績
締結者名
（担当課）

応援内容 費用 協定締結日

1

東北地方整備局局長
青森県知事
岩手県知事
宮城県知事
秋田県知事
山形県知事
仙台市長
(社）日本土木工業協会東北支部長

○
福島県知事
（土木企画課）

甲又は乙が管理若しくは工事中の公共土木施設に
おける災害発生箇所（これ以外に、特に必要な箇
所）の応急対策業務

有償 平成19年2月19日

2 （社）福島県建設業協会（各支部単位） ○ 各建設事務所長 資機材の提供、作業員の出動等 有償
平成8年8月26日
平成17年3月25日改定

3 いわき市建設業協同組合 ○ いわき建設事務所長 資機材の提供、作業員の出動等 有償
平成8年8月26日
平成17年3月25日改定

4 （社）福島県造園建設業協会（各支部単位） ○ 各建設事務所長
１．倒木の伐採撤去
２．その他障害物の除去等
※応援範囲は、事務所管内

無償 平成19年3月28日

5 （社）プレハブ建築協会 ○
建築住宅課
福島県知事

災害時における応急仮設住宅の建設 有償 平成8年2月28日

6 （社）福島県宅地建物取引業協会 福島県知事
（建築指導課）

民間賃貸住宅の紹介
乙は、民間賃貸住宅の情報を提供し、被災者への照
会を無報酬で行う。

無償 平成19年12月14日

7 （社）福島県宅地建物取引業協会 ○ 福島県知事
（建築指導課）

民間賃貸住宅の借上げに係る事務を乙に委任 有償 平成23年3月28日

8 （社）福島県測量設計業協会 ○
土木部長
（土木企画課）

甲が管理する道路、河川等の公共土木施設、及び
土砂災害発生箇所の調査

無償 平成20年3月28日

9 福島県橋友会 ○
土木部長
（土木企画課）

甲が管理する橋りょう、水門、樋門(樋管)、陸閘等の
被害状況調査

無償 平成20年11月13日

10 福島県法面保護協会 ○
土木部長
（土木企画課）

法面上の落石、浮石、倒木その他障害物の除去、
及び法面の被害拡大防止に係る応急対策

無償 平成20年11月13日

11 （社）福島県電設業協会 ○
土木部長
（営繕課）

県有施設、及び甲が管理する公共土木施設の電気・
通信設備の被害状況把握と応急復旧

無償 平成21年1月28日

12 （社）福島県地質調査業協会 ○
土木企画課
土木部長

甲が管理する公共土木施設の機能保全に資する斜
面等の調査・観測等

無償 平成21年4月23日

13 （社）福島県空調衛生工事業協会 ○
土木部長
（営繕課）

県有建築物、及び甲が管理する公共土木施設の給
水・排水等の設備等の被害状況把握と応急復旧

無償 平成21年4月23日

14 宮下地区建設業協同組合理事長
会津若松建設事務所長
（宮下土木事務所業務課）

甲又は乙が管理する公共土木施設の緊急事態への
対応

無償 平成21年7月28日

15 福島県交通安全施設業協同組合理事長 ○
土木部長
（土木企画課）

甲が管理する標識・防護柵等の施設の調査・応急復
旧及び通行規制時の交通安全施設の設置

無償 平成21年8月19日

16 会津若松市北会津地区建設業組合
会津若松建設事務所長
（会津若松建設事務所管理課）

甲が管理する公共土木施設の応急対策 無償 平成22年6月16日

17 福島県建材・専門工事業協同組合 ○
福島県知事
（土木企画課）

大規模災害発生時における物資の供給の依頼 有償 平成23年3月22日
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これら協定に基づく応援のうち、特筆すべきものとして、県警・自衛隊による救助や行方不

明者捜索への建設機械の派遣が挙げられます。 

この応援要請は、震災の初動期における救助等の緊急事態応急対策における県の役割として、

警察や自衛隊の活動時に不足する建設重機や資材等の確保が求められていましたが、救助やが

れき処理に加え、緊急輸送路の応急対策と被災地域における建設機械の需要が著しく増大した

ほか、原発事故に伴う避難によって、被災地域内での建設機械等の調達が困難化したことによ

るものです。 

更に、原発避難区域外からの調達に当たっては、屋内退避区域であっても、リース業者も含

めて使用する機材の買取りや使用後の除染を求められるなど、大きな課題に直面していました。 

この行方不明者捜索用機材調達の役割は、土木部技術管理課長が県災対本部事務局住民避

難・安全班の副班長として担当していましたが、県内全域が被災し、燃料・物資が不足するな

ど、各企業との個別調整も限界であったため、土木部が締結していた災害時応援協定に準じて、

(社)日本建設業連合会（旧 土木工業協会）、 (社)福島県建設業協会へ支援要請を行いました。 

また、応援協定を締結していない (社)福島県建設産業団体連合会、県内の林業関係団体へも

有償による支援を要請しました。 

なお、要請に当たっては、県内外から建設機械を集める必要があったことから、建設機械及

びオペレーターの実費分のみならず、被災地域までの運搬費、オペレーター等の滞在費などの

経費を県が負担するとともに、作業形態が請負契約に馴染まない状態であるため、扶助費によ

り対応しました。 

その結果、延べ１万５千台・日を超える建設機械及びオペレーターが県内外から集結し、警

察・自衛隊の指揮の下、道路上や河川内の瓦礫を除却しながら行方不明者捜索を支援しました。 

表Ⅱ-6 東日本大震災の行方丌明者捜索に係る建設業関連団体の支援状況 ※（ ）内警戒区域内 

団 体 名 (社)福島県建設産業団体連合会 (社)福島県建設業協会 (社)日本建設業連合会 県 内 林 業 系 団 体 計 

期 間 H23.3.30～H23.5.31 H23.4.11～H23.11.8 H23.4.6～H23.7.3 H23.3.28～H23.6.2  

応 援 協 定 無 有 有 無  

グラップル系 
１９６ 

（１） 

３，８４３ 

（３，１４６） 

３，０８８ 

（２，９６１） 

１，５１８ 

（０） 

８，６４５ 

（６，１０８） 

バ ック ホウ 
２３ 

（１） 

２３５ 

（１９２） 

５７０ 

（３６８） 

４９ 

（０） 

８７７ 

（５６１） 

ク レ ー ン 
２３ 

（０） 

９０ 

（９０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

１１３ 

（９０） 

ダ ン プ 

ト ラ ッ ク 等 

２３ 

（０） 

２，６４６ 

（１，６４９） 

２，３４３ 

（１，７９７） 

５００ 

（０） 

５，５１２ 

（３，４４６） 

ガ ス 

切 断 機 

３７ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

３７ 

（０） 

合 計 
３０２ 

（２） 

６，８０８ 

（５，０７７） 

６，００１ 

（５，１２６） 

２，０６７ 

（０） 

１５，１７８ 

（１０，２０５） 

※H23.4.11に発生した余震でのいわき市における救助活動支援分を含む 
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写真Ⅱ-10 自衛隊と建設企業による啓開作業 

 

 

写真Ⅱ-11 県内建設企業による捜索支援状況 

 

 

写真Ⅱ-12 建設企業による瓦礫集積 
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§１．２ 避難・物資輸送路確保のための緊急措置 

東日本大震災では、地震による法面や建物の崩壊に加え、沿岸部では、津波による道路や家屋

等の流出、更には、津波により運ばれた汚泥や瓦礫の堆積及び湛水等により、道路の通行止めや鉄

道の運休が発生しました。 

加えて、津波により東日本沿岸部の港湾施設等が広範に被災したため、被災地への救援物資・燃

料等の海上輸送力が著しく低下しました。 

 

１．２．１ 物資受入れ拠点の確保 

（１） 福島空港の拠点化 

今般の震災では、甚大な被害を受けた東北地方の空路の拠点であった仙台空港も津波によ

り浸水し、約１ヶ月にわたり閉鎖されました。 

一方で、内陸部に位置し、被害が比較的小規模であった福島空港が２４時間運用化され、救

援拠点となったため、土木部としても H23.3.17～3.31 までの間、2 名の職員を福島空港事務所

に増援し、国内外からの救援物資や救助部隊の受入れに対応しました。 

更には、東北新幹線が不通となったことに伴い、H23.3.13～H23.4.10迄の間に東京国際空港、

中部国際空港、大阪国際空港、新千歳空港との間で日最大２２便の臨時便が運行されるなど、

旅客輸送においても、その拠点としての役割を果たしました。 

そのため、空港内は、震災翌日から利用者と臨時便のキャンセル待ちや避難者で溢れかえり、

ターミナルビルに宿泊する人も見受けられました。 

加えて、全国各地から D-MAT が参集し、空港内に SCU（広域搬送拠点臨時医療施設）を開

設して広域搬送拠点としても、重要な役割を果たしました。 

 

    

  写真Ⅱ-13 キャンセル待ちの状況        写真Ⅱ-14 D-MAT 活動状況 
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表Ⅱ-7  初動期における福島空港到着機数（H23.3.11～4.30） 

月 日 
旅客 輸送 

（救援物資等） 

救援 

（消防防災ヘリ等） 
報道関係 その他 合 計 

定 期 臨 時 ﾁｬｰﾀ  ー

H23.3.11 

～3.31 
108 135 5 136 311 86 49 850 

H23.4.1 

～4.30 
195 10 0 21 140 10 57 433 

到 着 機 

合 計 （ 機 ） 

303 145 5 
157 471 96 106 1,283 

453 

※国土交通省Webニューズレター「新時代」Vol.72より作成（http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/i_02_72.html） 

 

 

 

 

 

写真Ⅱ-15 福島空港での救援物資の積卸し 
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（２） 港湾機能の確保 

今般の震災では、東日本の太平洋岸を中心に広範囲で港湾施設が被災し、救援物資の海上輸

送に支障を来す状況がありました。 

福島県においても、地域防災計画で物資受入港に指定されている小名浜港及び相馬港が被災

し、荷揚げが困難な状況になっていました。 

一方で、陸路及び空路による物資輸送は、海上輸送に比べて一回の輸送量が少ないこともあり、

被災地域での物資や燃料の枯渇が懸念されたことから、被災直後から港湾機能の早期復旧が求

められていました。 

そのため土木部では、小名浜港湾建設事務所及び相馬港湾建設事務所において、大津波警

報等による立入り規制区域外にある施設から順次、調査・点検に着手し、津波注意報解除後から

地元建設企業等の協力を得ながら啓開作業等に着手しました。 

その結果、小名浜港は、発災５日後の３月１６日に暫定的に部分供用させることができました。 

また甚大な被害を受けた相馬港では、福岡県から福島県へ展開した陸上自衛隊第５施設団を主

力とする施設部隊の支援も受け、発災８日後の３月１９日に、暫定的に部分供用させることができま

した。 

 

写真Ⅱ-16 自衛隊による相馬港での道路補修作業 

 

写真Ⅱ-17 相馬港の暫定供用箇所 
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写真Ⅱ-18 暫定供用した小名浜港における物資陸揚げ状況 

 

 

 

 

写真Ⅱ-19 暫定供用した相馬港へ緊急物資輸送のためした巡視船「いず」 

 

 

  

平成 23年 3月 22日撮影 

提供： 防衛省・統合幕僚監部 

平成 23年 3月 20日撮影 
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１．２．２ 道路啓開・緊急措置 

（１） 物資受入れ拠点と被災地を結ぶネットワークの確保 

このように、大量の物資を輸送するための港湾や鉄道施設が被災したことに加え、地域防災

計画に定められた広域陸上輸送拠点から市町村物資受入れ拠点や避難所等への輸送のため、

障害物除去など道路通行の早期確保が求められていました。 

これに対し、緊急輸送道路網の基幹となる高速道路については、東日本高速道路株式会社

による迅速且つ的確な応急復旧により、発災翌日には、警察庁の緊急交通路指定（災害対策基

本法 第 76条）を受けて、被災地の救援へ向かう災害対策車両に限定して開放されました。 

これにより、物資受入れの拠点となった福島空港と、東北自動車道及び磐越自動車道間のア

クセスを早急に確保するため、国道１１８号及びあぶくま高原道路の段差解消等の緊急措置を

進めるとともに、あぶくま高原道路については、年度内に開通式を予定していた区間も含めて早

急に緊急車両へ開放するため取り組みました。 

その結果、発災 4日後の 3月 15日に緊急車両へ一部区間を開放し、物資受入れの拠点とな

る県内の空港及び港湾と幹線道路を結ぶ基幹ネットワークを発災８日後までに確立しました。 

その後、発災 13日後の3月 24日に、全線開通予定を前倒しして、一般車両へ開放しました。 

これにより、福島県以北の被災地も含め、広域救援の円滑化に一定の役割を果たしたものと

捉えております。 

 

 

図Ⅱ-20 避難・物資輸送路の確保  
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（２） 沿道建築物の倒壊への対応 

今般の震災においては、前述の広域救援ネットワークへのアクセス及び、市町村物資受

入れ拠点や避難所等への物資輸送経路を確保するうえで、道路上の支障物等を除却する道

路啓開作業や段差解消のための迅速な緊急措置の実施が求められました。 

特に、県内でも最大震度６強を観測したこともあり、緊急輸送路指定を受けた路線の沿

道建築物の崩壊など、これまでに土木部が経験したことのない事態に直面しました。 

この道路上に崩壊もしくは倒壊の危険性がある沿道建築物の除却については、平成 23

年 3 月 25 日に政府指針が示されるまでの間、その多くが私有財産であることもあり、警

察・自衛隊による捜索に伴う啓開作業も含めてその取扱いが大きな課題となっていました。 

特に、被災地における物資・燃料の枯渇など状況の悪化が報じられ、被災地への物資輸

送のために、高速道路へのアクセス確保が一刻を争う状況にあって、須賀川市内の第一次

指定緊急輸送路である国道１１８号沿道で崩壊していたビルへの対応が喫緊の課題でした。 

そのため、土木部は、事態の緊急性と余震による緊急輸送路への倒壊の危険性を判断し、

関係機関と調整のうえ、政府指針の発出以前である 3 月 22 日に須賀川市と連携し、特例

的な措置として除却に着手しました。 

 

 

写真Ⅱ-20 倒壊の危険性がある沿道建築物（国道 118 号 須賀川市内） 
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（３） 沿岸地域における対応 

港湾周辺以外の沿岸地域でも、富岡土木事務所職員 2名が、発災直後に陸閘を閉門した

後、帰庁途中で橋梁段差発生箇所での交通誘導をしていた際、津波に遭遇し、職員は無事

脱出したものの、河川パトロール車が流失するなどの事態が発生していました。 

更に、発災直後から大津波警報が発令されていたことに加え、原発事故による避難指示

等が発出されていたことから、初動期の緊急措置に大きな制約がありました。 

そのような中、浜通りの各事務所では、被災直後より職員直営による緊急パトロールを

各管内の活動可能な建設業関連企業の支援を受けながら実施しました。 

また、津波注意報解除後より、各管内の建設企業や自衛隊等の支援を受け、沿岸部の道

路の啓開作業に着手しました。 

このうち、甚大な津波被害と原発事故による避難指示等の影響下にあった相双建設事務

所管内においては、管内建設企業の一部が避難したことに加え、燃料・物資の枯渇等によ

り不足した対応力を補うため、市町村と密に情報を共有しながら、管内に展開した自衛隊

へ啓開作業等の支援要請を行うとともに、活動可能な建設企業とともに総力を挙げて、応

急対策や通行規制措置、燃料・資機材の調達に努めました。 

また、降雨による出水などにより、市街地の浸水や施設の被災拡大を防止するため、河

川内の瓦礫撤去を自衛隊の支援により実施しました。 

 

 

写真Ⅱ-21 津波被災箇所の応急対策に取組む地元建設企業（（主）原町海老相馬線） 
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§１．３ 住宅・生活環境の確保のための緊急措置 

１．３．１ 応急危険度判定士の派遣 

余震等により被災した建築物の二次被害に起因した人的被害を防止するうえで、被災建

築物の危険度判定が非常に重要となります。 

土木部では、発災当日の 16:30 頃までに、県災害対策本部土木部建築班の対応拠点を福

島県住宅供給公社内へ移設し、併せて被災建築物応急危険度判定支援本部を 17:00 頃まで

に設置して、応急危険度判定の実施に向けて関係機関との調整・準備を開始しました。 

その後、同日 21:30までに建築士会へ応急危険度判定士を要請するとともに、翌 12 日

9:00 に応急危険度判定に係る東北ブロックの幹事県となっている青森県へ判定士の広域

派遣を要請しました。 

これにより、同日 11:50 に福島市、矢吹町、猪苗代町、新地町において、応急危険度判

定が開始されました。 

しかし、判定士の広域派遣については、県内沿岸部だけでなく、東日本全体で燃料確保

が困難であったことから、結果として広域派遣の要請を取り下げ、県内在住する判定士の

みで対応することとなりました。 

最終的に、発災翌日の 3月 12 日から 5月 31日までの 81 日間に、県内 31市町村から

の支援要請を受け、延べ 2,053名の判定士により、15,807棟の被災建築物の応急危険度判

定を実施しました。 

 

１．３．２ 民間賃貸住宅の借り上げ等による応急住宅の提供 

東日本大震災では、発災翌日の 3月 12日に福島県全域に災害救助法が適用されたこと

を受け、地域防災計画に基づき、応急仮設住宅の建設を知事（県）が実施することとなり

ました。 

土木部では、被災直後より応急危険度判定士の派遣や応急仮設住宅のニーズの把握に努

めてきましたが、広範かつ甚大な被害により、そのニーズの把握が難航していました。 

加えて、平成 23 年 9月時点で、県民の避難者数が１５万人を超えると推計されている

ことからもわかるとおり、原発事故による避難指示等の発出によって、著しく避難者が増

大したため、応急仮設住宅の建設と並行した住宅確保の取り組みが必要となりました。 

これを受け、土木部では、3月 13日までに県内の公営住宅の空き状況を把握し、随時更

新するとともに、翌 14日には、部内出先機関へ県営住宅の一般募集の停止を連絡するな

ど、被災者への県営住宅の住戸提供のための準備を開始しました。 

これら準備を踏まえ、3月 22 日には、避難住民の住宅対策として「応急仮設住宅の供給」、

「民間住宅の借上げ」、「公営住宅等空家の提供」の３つの対策により、７月末までに 20,000

戸とする住宅供給の目標を決定するとともに、「被災者住宅相談窓口」を開設しました。 

加えて、翌 23日には、被災者住宅入居相談窓口専用ダイヤルを設置するなど、被災者

からの相談に対応するための体制を整えました。 

また、3月 24日には、「福島県借上げ住宅実施要綱」等を策定して、県が民間住宅を借

上げて避難者等へ供給する制度を創設するとともに、4月 22 日には、借上げ住宅の特例措
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置制度を創設し、発災直後から平成 23年 4月 30日までの期間に、既に避難住民が自ら手

続きして入居した県内の民間賃貸住宅で、一定の要件を満たすものについては、県の借上

げ住宅として取り扱うこととするなど、被災者の負担軽減にも取り組みました。 

 

１．３．３ 応急仮設住宅の建設 

原発事故による避難範囲の拡大など、事態が進行している状況があり、県全体として応

急住宅供給の規摸を判断するには、ある程度、避難行動が落ち着く必要がありました。 

しかし、避難指示等の範囲外の被災地域では、一日も早い住宅の供給が求められていた

こともあり、土木部では、被災翌日の 12日に、先ず 1,560 戸以上の応急仮設住宅の建設

を災害時応援協定に基づき、(社)プレハブ建築協会へ要請しました。 

またこれと並行して、政府による避難指示に関して報道が先行している状況を踏まえ、

3月 15日より土木部独自に避難指示範囲が拡大した場合をシミュレーションするととも

に、広域避難に対応した仮設住宅の建設を迅速化するため、応急仮設住宅建設候補地選定

などの作業についてタスクフォースを編成して検討を進めました。 

その後、前出のとおり当初の応急住宅の供給目標を「応急仮設住宅の供給」、「民間住

宅の借上げ」、「公営住宅等空家の提供」の３つの手法を組み合わせ、７月末までに 20,000

戸の住宅供給を目標として取り組みを進め、最も早い箇所で 3月 23日に着工し、発災後

41日目の 4月 21 日に入居が開始されました。 

この間、4月 11 日には、応急仮設住宅の供給促進に向けて、４千戸を目途に県内建設事

業者の公募を行い、審査を経て 4月 22日に１２団体（社）を事業候補者として決定しま

した。 

なお、この後、計画的避難区域の設定や緊急時避難準備区域の解除等による需要見直し

を踏まえ、応急仮設住宅は、平成 24年 3月 8 日現在で１６，２２６戸が完成しています。 

 

図Ⅱ-21 住宅・生活環境の確保  
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表Ⅱ-8 応急仮設住宅の供給促進に向けた県内事業者の公募結果 

事業候補者名 分類 
構成

員数 

代表者の

地 域 
構造 

供給依頼予定

戸 数 

株式会社 エコ・ビレッジ 単体企業 － いわき 木造 ４００ 

株式会社 工房夢蔵 単体企業 － 県中 木造 １００ 

シャーブネット ビルダー連合 福島 団体等 ５ 県北 木造 １００ 

島和建設（株） 団体等 ３ 県中 木造 １５０ 

中村・クサノ特定建設工事共同企業体 団体等 ２ 相双 木造 ５００ 

株式会社 ニーズ 単体企業 － 相双 鉄構造（ユニット） １５０ 

一般社団法人 

日本ログハウス協会東北支部 
団体等 ５ 南会津 木造（丸太組） ５００ 

フェニーチェふくしま 団体等 ３６ 県中 木造 ５００ 

福島県応急仮設住宅建設工事 

水中・ファースト特定建設工事共同企業体 
団体等 ２ いわき 木造 １００ 

社団法人 福島県建設業協会 団体等 ９６ 県北 

木造Ａ ３００ 

木造Ｂ ２３０ 

木造Ｃ ２００ 

木造（パネルＤ） ２２０ 

鉄骨造（プレハブＢ） ３５０ 

三春町復興住宅つくる会 団体等 ５ 県中 木造 １００ 

株式会社 悠二十一 単体企業 － 会津若松 木造 １００ 

合  計     ４，０００ 

 

 

 

１．３．４ 建築基準法の緩和 

この震災に伴う被災者の住環境確保のため、3月 16日に、建築基準法第 85条第１頄に

基づき仮設建築物に対する制限の緩和する区域の指定を公告しました。 

これを受け、翌 17日に福島市及びいわき市、18日に郡山市も同様に仮設建築物に対す

る制限の緩和区域の指定を行いました。 
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１．３．５ 下水道施設の機能確保 

今回の震災では、地盤の液状化現象なども確認されており、下水道のマンホールの浮き

上がりなどの被害も発生しています。 

また、震災による下水道施設の災害復旧の経験が本県職員になかったことから、災害復

旧の迅速化のため、発災後 2日目の 3月 13日に、国土交通省より技術支援の先遣隊とし

て神戸市より３名の職員が派遣され、下水道幹線の被災調査等への支援をいただきました。 

このうち、県北及び県中管内にある県管理の流域下水道での対応に着目すると、発災翌

日の 12日に、各処理場の被害状況調査を皮切りに応急対策を進め、3月 19日までに必要

な応急措置を完了しました。 

また、緊急車両等の燃料と同様に、下水処理場で必要となる薬品やＡ重油等も調達が困

難な状況に直面し、住民生活への影響が懸念されましたが、全国知事会を通じて山口県か

ら薬品の支援をいただくなど、全国からの支援もあって、住民の生活環境を確保すること

ができました。 

 

 

写真Ⅱ-22 県北流域下水道幹線の被災及び塩ビパイプによる応急復旧状況 
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§１．４ 救助・救援活動の支援 

１．４．１ 行方不明者捜索の支援 

（１） 湛水地域での緊急排水作業 

今般の震災では、津波襲来後に干拓地等の標高の低い土地が湛水して、相双管内に福島第

１原発から 20km圏内を含めて７箇所の巨大な湛水エリアが発生し、救助や行方不明者の捜索、

更には、救援物資の輸送路の確保を阻んでいました。 

この状況下で警察は、市町村から緊急排水作業の支援を受けながら行方不明者捜索を進め

ており、県及び国土交通省は、市町村への災害対策機材の貸与などの支援をおこなっていまし

た。 

しかし、捜索活動の迅速化を図るうえで、膨大な湛水量に加え、避難指示等による人員・資機

材確保の困難化に直面したこともあり、警察より3月20日に県災対本部を通じて、土木部及び農

林水産部へ緊急排水作業の支援要請がありました。 

これを受け、土木部が行う施設復旧作業を支援していた陸上自衛隊施設部隊及び国土交通

省の県庁リエゾンを交えて現地確認を行い、湛水箇所のうち、磯部地区、八沢地区、宮田川周

辺の湛水面積が非常に大きい箇所について、相馬市、南相馬市と福島県、陸上自衛隊が協力

し、国土交通省所有の排水ポンプ車を使用して緊急排水作業を行いました。 

この緊急排水作業が完了した後、警察・自衛隊による大規模捜索が実施され、多くの行方不

明者が発見されました。 

以下に参考として、宮田川（２０km圏内）における緊急排水作業の役割分担の例を示します。 

 

～ 湛水地域での緊急排水作業における役割分担 ～ 

県          警：  行方不明者捜索 

自衛隊（施設以外）：  行方不明者捜索 

自 衛 隊 （施 設 ）：  ヤード造成・仮締切り 

国 土 交 通 省：  排水ポンプ車の貸与、設置及び撤収 

福 島 県：  総合調整、ゲート管理、国土交通省排水ポンプ車の運用、不足機材の調達    

 

  

表Ⅱ-9 主な湛水箇所一覧 

市・町 地区名 面積 湛水量 対  応 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車運転期間 

新地町 濁川周辺  －  － 新地町 － 

相馬市 原釜  －  － 相馬市 － 

相馬市 岩の子  －  － 相馬市 － 

相馬市 磯部 300ha  － 相馬市、福島県 3/25～3/31 

相馬市・南相馬市 八沢 350ha 200万m3 相馬市、南相馬市、福島県 4/1～4/30 

南相馬市原町区 金沢 20ha 20万m3 南相馬市 4/27～4/29 

南相馬市小高区 宮田川 200ha 170万m3 南相馬市、福島県 4/30～5/30 
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図Ⅱ-22 津波による湛水箇所と緊急排水作業状況 
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表Ⅱ-10 行方丌明者数の推移 

市・町 3/25 4/10 4/25 5/10 5/25 

新地町 73 34 24 23 20 

相馬市 － － 72 55 29 

南相馬市 1,260 1,067 970 403 218 

合 計 1,333 1,101 1,066 481 267 

表Ⅱ-11 死者数の推移 

市・町 3/25 4/10 4/25 5/10 5/25 

新地町 72 86 92 92 94 

相馬市 245 396 403 414 428 

南相馬市 245 407 504 535 540 

合 計 562 889 999 1,041 1,062 

 

写真Ⅱ-23 緊急排水作業の効果 

3/31磯部完了 
4/29金沢完了 

4/30八沢完了 
5/30宮田川完了 
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（２） 土砂崩落箇所での救助支援作業 

東日本大震災による一連の余震のうち、福島県内で大きな被害を出したものの中に平成23年

4月 11日 17:16に浜通り南部を震源として発生したM7.0の余震があります。 

この余震では、いわき市南部の数箇所で土砂崩落が発生し、住家や通行車両が巻き込まれ、

計５名の死者を出す痛ましい事態となりました。 

この余震において、同日 19:30に住家３棟を巻き込んだ土砂崩落の一報が、県災対本部事務

局総括班より建設重機調達の支援要請とともに、土木部本部へもたらされました。 

これを受け、土木部本部は、関係機関との調整を行い、現場周辺の石川土木事務所を経由し

て(社)福島県建設業協会石川支部へ救助支援のための出動を要請し、同日 19:45 迄に同協会

支部からバックホウ２台、ダンプ１台を現場へ派遣しました。 

また、石川土木事務所では、職員を現場へ派遣するとともに、同協会支部からも必要な増援を

行い、同日 20:03までに合計でバックホウ３台、タイヤショベル１台、ダンプ２台を現地に派遣して、

警察、消防、自衛隊と一体となって救出活動を進め、翌 12 日 7:00 までに３名を救出し、また、３

名の方の死亡を確認しました。 

 

 

写真Ⅱ-24 H23.4.11 の余震による救出活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

提供： 陸上自衛隊第 13旅団 
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第２節  応急復旧（フェーズ２） 

前出のように緊急措置（フェーズ１）においては、救助・救援のために緊急事態応急対策車両を対象

とした最低限の通行確保や、応急仮設住宅の建設に取り組みました。 

しかし、住民が生活するうえで、緊急措置だけでは、降雨による浸水や余震による道路崩壊といった

リスクの大きい箇所もあり、そのような箇所については、緊急措置が完了した後、順次、フェーズ２として、

堤防の応急復旧や仮設道路の設置等の応急的な復旧作業を進めました。 

 

§２．１ 避難・物資輸送路の確保のための応急復旧 

２．１．１ 全面通行止めの解消 

緊急措置（フェーズ１）では、早期に物資輸送や救助などの緊急事態応急対策車両の通行を確

保することを最優先に実施したことから、大規模な応急復旧作業を要する落橋箇所や大規模な落

石等が発生により全面通行止めとなっていた箇所への対応は十分ではありませんでした。 

そのため、緊急措置が完了した段階で、全面通行止めの解消に向けた応急復旧作業へ順次着

手しました。 

 

 

図Ⅱ-24  全面通行止めの解消に向けた応急復旧（仮橋や仮設道路設置）の例 
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図Ⅱ-25 通行止め解消に向けた応急復旧（迂回による仮設道路の設置）の例 
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２．１．２ 港湾施設の供用 

 港湾施設については、啓開作業等の緊急措置対応を進め、3月16日に小名浜港を同19日に相

馬港を暫定的に部分供用させることができましたが、被災地への物資枯渇は深刻な状況にあり、

港湾施設の早期の機能復旧が求められました。 

 そのため、小名浜、相馬の両港湾事務所と、国土交通省小名浜港湾事務所、海上保安庁福島海

上保安本部とが連携し、航路調査や浚渫
しゅんせつ

を進めるとともに、自衛隊による物揚場の応急復旧支援

などを得て、港湾施設の応急復旧に取り組みました。 

 その結果、相馬港では、4月 27日 15:00 までに公共埠頭４バースを、また、小名浜港では、5月

13日 15:00までに公共埠頭１５バースの供用を再開しました。 

 

 

図Ⅱ-26 小名浜港での自衛隊の支援を受けた応急復旧の例 
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§２．２ 住宅・生活環境のための応急復旧 

（１） 河川・海岸堤防 

緊急措置（フェーズ１）では、行方不明者捜索や道路啓開作業等の緊急措置と一体となって、河

川内の瓦礫を撤去し、降雨や潮位の変化による浸水リスクを低減することに取り組みました。 

しかし、フェーズが緊急措置から復旧へ移行していく中で、洪水期を前に、梅雨や台風による河

川の出水や高潮などの発生が懸念され、津波被災地において、破堤箇所から市街地等へ出水し

て二次被害の発生が懸念されたことから、大型土のう積み等による堤防の応急復旧を実施しまし

た。 

 

 

図Ⅱ-27 海岸堤防の応急復旧の例 
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§２．３ 被災箇所調査と復旧設計 

東日本大震災では、広域的な被害が発生したため、各地域単位でその状況や災害対応の進捗が

大きく異なりました。 

公共土木施設の災害復旧については、平成 23年 3月 15日より被害の少ない出先機関から順次、

災害査定に向けた災害調査・設計に着手しました。 

また、災害調査・査定の実施にあたり、4月 11日より 8月７日までの間、全国 12都県政令市から延

べ５，１７６人日の人的支援を受けるとともに、甚大な被害を受けた県内市町村へ延べ１，０４７人日の

本県土木職員を派遣し、災害査定に向けた技術的支援を実施しました。 

加えて、7 月 1 日からは、フェーズ３となる本復旧も含めた災害復旧業務支援を目的に、地方自治

法に基づく長期派遣として、平成 24年 3月 31日時点で２４都府県より延べ１７，４２６名の支援を頂き

ながら、土木部の総力を挙げて災害復旧に取り組んでおります。 

この体制で、東日本大震災により被災した施設について、平成 23年 12月 28日までに全５８回に

わたる災害査定を進めた結果、県及び市町村所管公共土木施設等の災害査定決定額は、約 1,807

億円に達しました。 

なお、他自治体からの人的支援については、公共土木施設の災害復旧支援とは別に、応急仮設

住宅の建設等でも支援を受けております。 

 

 

表Ⅱ-12 東日本大震災に係る公共土木施設等の災害査定決定額（避難区域等を除く） 

工 種 
県工事 市町村工事 合計 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

河 川 ・ 砂 防 ２１２ ２３，９２２ ３６ ９９８ ２４８ ２４，９２０ 

海     岸※1 １３１ ７１，３３２ － － １３１ ７１，３３２ 

道 路 ・ 橋 梁 ６５９ １３，０６７ １，６２０ １４，１６３ ２，２７９ ２７，２３０ 

港湾・漁港※ 2 ６０５ ３８，５５３ － － ６０５ ３８，５５３ 

下 水 道 ３ ２８１ １０４ １５，４６２ １０７ １５，７４３ 

公園・都市施設 ２３ １１６ １１１ １，６４０ １３４ １，７５６ 

公 営 住 宅 ２２ ４３５ ７２ ７３０ ９４ １，１６５ 

合 計 １，６５５ １４７，７０６ １，９４３ ３２，９９３ ３，５９８ １８０，６９９ 

※1： 港湾・漁港区域内の海岸を含む 

※2： 件数は被災施設数を記載 
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図Ⅱ-28 公共土木施設の災害調査・復旧に係る他自治体からの支援状況 
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第３節  原子力発電所事故に伴う警戒区域等への対応 

放射能汚染という安全に直結した未知なる状況と対峙したことに加え、平成 23年 4月 22日の警

戒区域設定によって、前出の第Ⅰ編第１章第３節３．２で示したとおり、法的な制約があったことか

ら、公共土木施設の災害復旧が進まない状況にあります。 

 

§３．１ 緊急措置（緊急事態応急対策） 

３．１．１ 行方不明者捜索支援のための緊急排水作業 

3月 15日に、福島第１原発から 20～30km圏内へ屋内退避指示が出されて以降、放射能汚染と

いう安全に直結した未知なる状況に直面し、その区域内での活動が躊躇される場面も散見されま

した。 

その様な中、４月１８日頃より警察、自衛隊による福島第１原発から20km圏内での行方不明者捜

索が本格化するのにあたり、土木部及び農林水産部へ津波による湛水地域での緊急排水作業に

ついて支援要請があり、緊急事態応急対策として国土交通省や自衛隊、地元建設企業とともに、

一時立入り許可を受けて 20km圏内での活動に従事することとなりました。 

この緊急事態応急対策の安全管理に当たっては、行方不明者捜索支援のため4月22日付けで

県災害対策本部より発出された県職員を対象とした安全管理指針に基づき作業に従事しました。 

なお、福島第１原発から20km圏内については、平成23年４月22日００：００を以て、警戒区域が

設定され、緊急事態応急対策関係者以外の立入りが厳しく規制されることとなりました。 

 

 

写真Ⅱ-25 20km 圏内の行方不明者捜索のための排水ポンプ設置作業 

 

H 2 3 . 4 . 3 0 撮 影 

宮田川（南相馬市小高区） 
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３．１．２ 警戒区域内の被災状況確認 

緊急事態応急対策として自衛隊とともに警戒区域内での作業を実施していたものの、法的な制

約もあり、作業地域以外の被災状況の把握は難しい状況にありました。 

加えて、６月中旬までに自衛隊による大規模捜索が完了し、緊急事態応急対策としての作業が

終了したこともあり、一時立入りによる区域内の状況確認は更に難しい状況になっていました。 

そのため、６月中旬以降の状況確認については、自衛隊施設部隊を通じて、収集した情報の提

供や、自衛隊の偵察時に被災状況の撮影を要請するなど、情報の収集に努めてきました。 

しかしながら、間接的な情報収集に限界があったことに加え、避難者のマイカー一時帰宅の計

画が報道され、土木部への復旧要請が想定されるなど、自らによる調査の必要性が生じました。 

このような状況の中で、自衛隊の配慮により、被災した公共土木施設の箇所等の把握を目的に、

土木職員を同行しての警戒区域内の偵察が、６月下旬から７月上旬にかけて計２回実施されまし

た。 

また併せて、土木職員のみで立ち入る場合には、不測の事態に備えて自衛隊との緊急連絡体

制を構築するなど、安全管理面での支援も受けて、行方不明者捜索以降、マイカー一時帰宅のた

めの応急復旧が実施されるまでの 6月中旬～8月末までの間に、自衛隊との同行を含め、延べ８２

名の土木部職員が警戒区域内での被災箇所の調査を実施しました。 

 

 

写真Ⅱ-26 自衛隊との同行調査状況 

 

写真Ⅱ-27 同行調査時における海渡橋（大熊町夫沢）周辺の放射線量率 

H23. 6 . 30 撮影 

1 4 6 . 3 μ S v / h 

集 水 桝 上 

H23. 6 . 30 撮影 
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 また、被災自治体からも公共土木施設の応急復旧の要請が多く寄せられていたことから、これ

ら被災状況の確認と並行して、警戒区域内における災害復旧について、県災対本部やオフサイ

トセンターと協議を進めていました。 

 その間、8月9日に原子力災害対策本部より、“避難区域等の見直しに関する考え方”が発出さ

れ、その中で、「ステップ２の完了を待つことなく、～中略～生活環境の復旧に向けた取り組みを

先行して進める」、「公的インフラの被害状況の把握やその復旧、がれきの除去など、居住環境

の再建に向けた作業を実施する」との方針が示されました。 

 しかしながら、災害復旧に当たり、低レベル放射線下での作業員の安全基準など課題が多く、

実際に県との契約の下、警戒区域内で本格的に建設企業が活動するのは、9月9日に厚生労働

省より発出された“「除染に関する緊急実施方針」及び「市町村による除染実施ガイドライン」に基

づく除染作業における労働者の放射線障害防止措置について”に準じて、必要な基準を策定す

るまで待つこととなりました。 

  

表Ⅱ-13 警戒区域内被災概況調査の実施状況（6 月中旬～8 月末） 

日時 用務 目的地 本庁 
相双 

建設 

富岡 

土木 

相馬 

港湾 
合計 備考 

H23.6.14 落橋現場確認 双葉町 2名  1名  3名 JR前田川橋 

H23.6.16 緊急調査 小高町、浪江町、双葉町  4名   4名  

H23.6.17 緊急調査 小高町、浪江町、双葉町 4名 4名   8名  

H23.6.23 緊急調査 楢葉町 3名    3名 木戸ダム 

H23.6.27 緊急調査 双葉町 2名 2名   4名 前田川砂防ダム 

H23.6.29 緊急調査 全域  4名   4名  

H23.6.30 緊急調査 全域 3名※ 4名   7名 ※自衛隊との同行調査 

H23.7.1 緊急調査 全域  4名   4名  

H23.7.4 緊急調査 全域  6名 2名  8名  

H23.7.5 緊急調査 全域  4名   4名  

H23.7.6 緊急調査 全域   2名  2名  

H23.7.8 緊急調査 全域 7名※   2名※ 9名 ※自衛隊との同行調査 

H23.7.19 機械点検    1名  1名  

H23.7.26 機械点検    1名  1名  

H23.8.1 緊急調査 全域  2名   2名  

H23.8.4 緊急調査 全域  2名   2名  

H23.8.9 必要書類の持出し 富岡町  3名 4名  6名  

H23.8.10 落橋現場確認 双葉町 3名  1名  4名 JR前田川橋 

H23.8.18 ダム点検 楢葉町   5名  5名 木戸ダム 

合 計   24名 39名 17名 2名 82名  
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図Ⅱ-29 自衛隊との合同調査による成果 
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§３．２ マイカー一時帰宅等への対応 

警戒区域内の被災状況の把握については、前出３．１．２のとおり、マイカー一時帰宅に先んじ

て進めてきました。 

その後、8 月 29 日にオフサイトセンターより土木部へマイカー一時帰宅のための道路の応急復

旧が正式に要請されましたが、県との契約の下で従事する作業員の安全基準が示されていないこ

となどから、東京電力(株)ともマイカー一時帰宅への対応について協議を行いました。 

しかしながら、東京電力(株)による応急対応は困難との結論に達し、土木部が対応するうえで必

要となる措置について、関係部局等との協議を進め、マイカー一時帰宅当日の 9 月 19 日より、一

時立入り許可で、地元建設企業による道路の段差解消や土嚢積みによる海岸堤防の応急復旧な

どに着手しました。 

また、その後の台風１５号等による倒木や落石排除などの緊急措置についても、同様に一時立

入り許可により実施しています。 

 

写真Ⅱ-28 マイカー一時帰宅のための応急対応状況 

 

写真Ⅱ-29 台風 15 号襲来後の応急対応状況 

いわき浪江線 

（ 浪 江 町 ） 

国道２８８号 

（ 大 熊 町 ） 
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§３．３ 警戒区域内の災害復旧へ向けた取り組み 

このように一時立入り許可により警戒区域内にある被災箇所の応急対応を進めてきたところです

が、本復旧に向けた災害調査や災害査定、復旧工事は、継続的に警戒区域の立入ることが必要と

なるため、その実施にあたっては、オフサイトセンターとの協議を進めていました。 

その間、平成 23年 11月 14日に、内閣府原子力災害対策本部より関係自治体へ“今後の警戒

区域等におけるインフラ調査について”と題した文書が発出され、その中で、「災害査定をはじめと

する生活環境の現況把握に直ちに着手する」との方針が示されました。 

これを受け、土木部でも、避難区域等における工事の取扱いや災害復旧の取扱いについて、検

討を進め、平成 24年 1月より着手しました。 

また、市町村へは、県と協議するとともに、連携しながら進めていくよう要請を行っています。 

 

 

写真Ⅱ-30 警戒区域内での災害調査状況 



福島県土木部 

14:46 東北地方太平洋沖地震発生 

14:49 大津波警報発令 

19:03 原子力緊急事態宣言 

※直後より各管内で委託業者も含め 
           パトロール・応急対応に着手 

18:00 防衛大臣より自衛隊へ大規模震災災害派遣命令 

19:30 防衛大臣より自衛隊へ原子力災害派遣命令 

19:10 自衛隊 白河市での救援活動開始 

19:08 富岡IC～福島第１原発間の 
            緊急パトロール実施 

20:00 福島空港 24時間体制へ移行 

11:50 応急危険度判定士派遣開始 
１2:50 小名浜港 施設状況調査着手 

１8:35 (社)プレハブ建築協会へ 
応急仮設住宅建設を要請 

09:55 小名浜臨港道路の支障物除去に着手 

13:02 相馬港 施設状況の調査着手 

18:45 小名浜臨港道路の支障物除去完了 

09:00 あぶくま高原道路 
      福島空港IC～小野IC間 緊急車両へ開放 
                                                       【発災後4日】 

3/16 12:00 小名浜港 暫定部分供用  【発災後5日】 

3/16 17:00 相馬港 自衛隊へ応急復旧の支援要請 

16:47 知事より自衛隊へ災害派遣要請 

20:50 第１原発半径2km圏内に避難指示 

21:23 第１原発半径3km圏内に避難指示 
       〃  半径10km圏内に屋内退避指示      

05:44 第１原発半径10km圏内に避難指示     

07:45 原子力緊急事態宣言（第２原発）  
        第2原発半径3km圏内に避難指示 
          〃  半径10km圏内に屋内退避指示      

17:39 第2原発半径10km圏内に避難指示     

18:25 第1原発半径20km圏内に避難指示      

11:00 第1原発半径20～30km圏内に屋内退避指示      

4/21  第2原発の避難区域を半径8km圏内に変更      

4/22  第1原発から半径20km圏内を警戒区域に設定 
      緊急時避難準備区域及び計画的避難区域の設定 
      第1原発の屋内退避区域を解除            

08:30 津波被災地域の道路啓開等に着手 

※応急危険度判定の需要や 
公営住宅の空き状況等の把握に着手 

3/12 

3/13 
07:30 津波注意報へ切替え 

3/14 
11:01   第１原発３号機で水素爆発 

3/15 
05:45 第１原発4号機で火災 

15:36 第１原発1号機で爆発 

06:10 第１原発2号機で爆発音 

3/16 

17:58 津波注意報解除 

17:00頃 陸上自衛隊施設科主力部隊 到着  

3/18 07:00 小名浜港に「長崎丸」が入港（復旧後初） 
3/19 

3/19 15:00 相馬港 暫定部分供用    【発災後8日】 
 

3/20 行方不明者捜索に伴い 
       国土交通省の支援を受け 

県による湛水排除作業支援を決定 
3/24 

3/24 06:00 あぶくま高原道路 
     未供用区間も含め全線一般開放  【発災後13日】 
 3/25 07:30 相馬港に「海翔丸」が入港（復旧後初） 3/25 陸上自衛隊、国交省、県が共同し、 

捜索予定箇所の湛水排除作業に着手 

4/11 
4/11 被災市町村の災害復旧支援のため、 

県土木部職員の派遣を開始 
4/11 17:16 余震発生（最大震度６弱、M7.0） 

4/11 19:30 余震により発生した 
土砂災害の救助支援を実施 

4/11 20:42 余震発生（最大震度５弱、M5.9） 

4/12 14:07 余震発生（最大震度６弱、M6.3） 
4/13 

4/18  自衛隊等が実施する20km圏内の 
  行方不明者捜索に係る湛水排除作業支援を決定 4/20 福島空港  

   運用時間を16時間体制（6:00～22:00）へ移行 

4/25  20km圏内の捜索に係る湛水排除作業に着手 

5/  2 30km圏内を除く 
        河川・海岸、漁港の応急工事着手 

（一部本復旧を含む） 

3/19 陸上自衛隊施設科部隊との 
       連絡・調整体制を構築 

5/10 公共土木施設災害復旧事業 第１次災害査定 

5/14 福島空港 通常体制（8:30～20:00）へ移行 
5/22 陸上自衛隊の支援により、 

20km圏内の小高川破堤箇所の応急対応を完了 

3/26 09:00 小名浜港等 自衛隊へ応急復旧の支援要請 

5/25 都市災害復旧 第１次災害査定 

5/31  20km圏内の捜索に係る湛水排除作業終了 

6/  8  自衛隊による20km圏内の主たる捜索活動終了 

6/16  陸上自衛隊施設科主力部隊 撤収 

5月 

6月 
以降 

6/29～7/8 陸上自衛隊の支援も受け、 
警戒区域内の被災概況調査を実施 

4/16  応急仮設住宅（第１弾）完成 

3/23  応急仮設住宅（第１弾）着工 
3/23  被災者住宅入居相談窓口 

専用ダイヤルを設置 

4/21  応急仮設住宅 入居開始 

6/27 港湾災害復旧 第１次災害査定 

7/29 漁港災害復旧 第１次災害査定 

      発生事象・救助対応 避難・物資輸送路の確保 仮設住宅等の確保 
H23 

3/11 

4/22  借上げ住宅の 
特例措置制度創設 

初動期の対応経過 

6/10 小名浜港 本復旧着手 

5/  4 小名浜港 陸上自衛隊による応急復旧作業完了 

県土木部災害対策本部での一場面 
【H23.3.11 21:45撮影】   

3/28 08:30 県管理道路の本復旧に一部着手 

相馬港でふ頭啓開を支援する自衛隊 
【H23.3.21 陸上自衛隊撮影】   

20km圏内での捜索に係る湛水排除作業 
（南相馬市小高区 宮田川）【H23.5.4撮影】 

完成した応急仮設住宅 

応急仮設住宅建設状況 

7/31 03:54 余震発生（最大震度５強、M6.4） 2 

3/24 県による民間賃貸住宅の 
借上げ制度の運用を開始 


